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【研究の要旨】 

 全国各地域の産婦人科医療提供体制、小児科医療提供体制に関する情報を一般に提供

するサイト「周産期医療の広場」「小児医療の広場」を構築し、その運営を行った。 

 アクセス数からこのような情報提供サイトへの社会的ニーズの大きさが確認できた。 

 産婦人科医の現状について情報を収集、分析し、将来にわたって産婦人科医療提供体

制を確保するために解決すべき課題を抽出し、以下のような具体的な提言を行った。 

 大都市圏における産婦人科専攻医研修施設の集約化 
 地方における病院産婦人科の集約化・仕事と子育ての両立が可能な職場環境の

整備 
 地方勤務医師に対する経済的インセンティブの強化 
 地方における生涯にわたる産婦人科研修プログラムの整備 
 産婦人科専門医取得後の各地域におけるキャリア形成過程を明らかにするこ

と 
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A. 研究目的： 
本研究は、地域における産科医、小児科
医の実態を把握し、適切な医療提供体制
を構築するための情報を社会及び行政に
提供するとともに、必要な施策の提言を
行うことを目的として、以下のような研
究を実施した。 
 地域における産科医療、小児医療

提供体制の調査。 
 一般への産科医療、周産期医療、

小児医療情報の適切な提供方法
の開発とその実践。 

 地域における産科医療、小児医療
提供体制の地図の作成を通した
可視化法の開発と可視化された
医療情報地図のインターネット
を介した一般公開。 

 収集された医療資源情報に基づ
いた、わが国の周産期医療提供体
制の課題の抽出とその解決のた
めの提言 

 
B．研究方法：以下のような研究を行った。 
 ウェブサイト「周産期医療の広場」

を介した周産期医療情報の提供方法
に関する研究 

 ウェブサイト「小児医療の広場」の
作成と公開「地域におけるワクチン
接種可能施設情報の提供」「地域にお
ける時間外診療可能な小児医療施設
に関する調査の実施と試験的情報公
開の開始」 

 産婦人科医師数の実態に関する研究 
 周産期医療機関の診療状況（医療資

源・治療体制・教育体制）に関する
研究 

 医学部定員の地域枠と地域枠奨学金
の実態 

 医師・歯科医師・薬剤師調査からみ
た産婦人科医の現状 

 
 (倫理面への配慮) 
 本研究は、個人情報の収集や介入研究

は行っていない。一般に公開されている
データあるいは学会等が有する会員情報
のうち個人を特定できない形式で提供さ
れた情報のみを用いた。本研究では倫理
上の問題が発生する可能性は低いが、基
本的に情報の取扱は厚生労働省が発表し
ている疫学研究の倫理指針に基づいて実
施した。 
 
C．研究結果 
 ウェブサイト「周産期医療の広場」

を介した周産期医療情報の提供方法
に関する研究 
 周産期医療最新情報を、順次「周

産期医療の広場」の「トピックス」
「周産期関連情報」「報告書」の
コーナーに掲載し、公開した。掲
載情報数は以下の通りとなって
いる。 

 

年度 トピックス 
周産期関連

情報 
報告
書等 

21 20 32 

51 
22 46 67 
23 45 115 
24 34 42 
25 26 51 

 産婦人科医療提供体制の現状を
把握し、その情報を適切に社会に
提供する方法を検討することを
目的として、以下の活動を行った。 
 先行研究よりの継続研究で

ある website「周産期医療の
広場」の活動を継続した。 

 PC サイト、携帯サイトに加
えスマートフォンでの操作
性を重視したスマホサイト
を設置した。 

 わが国の分娩取扱医療機関
情報提供体制システムを構
築し、「周産期医療の広場」
から情報提供を行った。 

 本研究で新たに、以下の検索
機能を付加した。 
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 生殖補助医療登録施設検

索リスト及びマップ 
 サイト全体としてのページビュ

ーは、施設検索機能が稼働した平
成 23 年 3 月以降急増した。3 つ
のサイトのアクセス数の合計は
月間 6 万から 9 万件の間を推移
するようになっている。 

 PC サイトのページビューは、平
成 22 年度の 51,260 件、平成 23
年度は 365,301 件、平成 24 年度
は 599,868 件、平成 25 年度は平
成26年 2月 20日までで731,752
件だった。 

 
 ウェブサイト「小児医療の広場」の

作成と公開：地域に密着した小児医
療に関する情報をインターネットを
使って提供するために、ウェブサイ
ト「小児医療の広場」を PC 版、スマ
ーオフォン版ともに作成し公開した。 
 「地域におけるワクチン接種可

能施設情報の提供」 
 乳幼児を持つ保護者にとっ

てこどもの健康を守る上で
重要な情報であるワクチン
摂取についての情報提供を
試みた。摂取可能施設を検索
しマップ状に表示し、摂取開
始時期や同時接種が可能か
どうかの絞り込み検索の機
能も付加した。これは、保護
者にとっても健診を担当す
る医療者にも有用である。ア
クセス数は決して多くない
が、ほぼコンスタントにアク
セスされていることから、こ
のようなツールは有用であ
ると考えられた。 

 「地域における時間外診療可能
な小児医療施設に関する調査の
実施と試験的情報公開の開始」 
 地域で時間外に小児救急医

療を提供している医療機関

の情報をリスト化し、そのリ
ストに基づいて地図を作成
し、インターネットからの一
般公開を行った。公開後、情
報の正確性や利便性につい
て検討し、サイトの内容の修
正、改善、充実に関する計画
を策定した。 

 各県の救急医療情報サイト
は小児の情報には特化して
おらず、まずは成人の救急医
療も含む全情報から小児関
連の情報を抽出することが
困難であった。そして、当該
サイトから得られる情報の
正確性、更新の迅速性につい
ても問題点が指摘された。 

  市民が当座受診すること
になる小児の１次救急診療
施設の情報のみを抽出して
マップ化することとした。分
担研究者の所在地の静岡県
において当該研究を行った。
静岡県の救急医療情報サイ
トを運用している担当部署
と協議し、県のウェブサイト
で公開している情報から、小
児の１次救急診療に関する
情報の提供が可能となった。
これを受けて県のシステム
担当者と協議し、情報提供を
受けるための自動化アプリ
ケーションを作成した。それ
により、本研究班のウェブサ
イト上に表示する情報の正
確性と迅速性が担保される
こととなった。 

  静岡県での試みが有用と
評価されれば、今後は各県単
位で小児の１次救急診療施
設の応需情報をマップ化し、
これが全国に広がれば最終
的には「小児救急医療」に特
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化したシームレスな全国マ
ップを構築することができ
る。 

 2014 年 2～3 月に、インター
ネット検索で、各都道府県の
小児救急医療情報提供を調
査した。医療機能情報提供制
度は開始して 8 年になるが、
共通フォームがなく、都道府
県ごとにばらつきがある。小
児救急医療情報の提供は十
分ではなく、初期救急医療体
制の小児への特化の試みは
全国で 51%にすぎなかった。
小児医療圏は、行政とずれが
あって、隣接県の医療機関へ
の受診行動がみられること
がある。そのため、一般市民
もアクセス可能な全国的な
情報提供の視点が必要であ
る。正確な最新の情報提供を
行うためには、厚生労働省の
医療情報ネットの更新、都道
府県救急医療情報提供シス
テムの成熟が重要と考えら
れた。 

 産婦人科医師数の実態に関する研究 
 日本産科婦人科学会の会員数の

年齢別・性別の推移について検討
を行った。その結果、「50 歳未満
の層における数的増大傾向」「40
歳未満の層における女性医師の
数的優位」「男性医師減少に歯止
めがかかった可能性」が示唆され
た。 

 日本産科婦人科学会の新規入会
者数の年次推移及びその地域分
布についての検討を行った。その
結果、「産婦人科医の増大」は大
都市圏を中心とする一部地域に
のみ認められる現象であり、地方
では減少している県が存在する
という実態が明らかになった。減

少している県では、産婦人科新規
専攻医が少ない傾向が認められ
ており、地域における新規専攻医
の確保がきわめて重要と考えら
れた。 

 産婦人科新規専攻医は平成 2008
年度から 2010 年度にかけて増加
したが、その後は減少しているこ
とが明らかになった。日本産科婦
人科学会の産婦人科新規専攻医
を増やし、結果として毎年 500
名以上となることを前提条件と
した『産婦人科医療改革グランド
デザイン 2010』は達成が非常に
困難と考えられ、グランドデザイ
ン全体の見直しが必要と考えら
れた 

 日本産科婦人科学会の平成 25 年
度産婦人科意識動向調査の結果
を分析した。その結果、著しい人
員不足の中で勤務している現場
の産婦人科医は産婦人科医、特に
新規産婦人科医の増加を非常に
重要視しており、2010 年以降の
新規専攻医の減少が、今後の産婦
人科医療現場に与える影響が懸
念される。  

 周産期医療機関の診療状況（医療資
源・治療体制・教育体制）に関する
研究 
 周産期医療の質の評価のために

必要な臨床指標について検討を
行った。 

 医療の質の指標は構造・過程・結
果の 3つに分類され、評価される。
構造の評価は第三者機関評価で
多く取り入れられ、過程、結果の
評価は、医学的評価で多く用いら
れている。過程の指標である診断、
治療介入を適切に評価すること
が結果改善のためには有用であ
り、指標評価により問題点を明ら
かにして改善策を提示すること
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ができる。 
 周産期領域ではこれまで主とし

て構造指標の一部のみが検討対
象となってきているが、今後は、
地域における医療の質の向上の
ために、客観的な評価方法の構築
が必要と考えられる。 

 平成 25 年度は、具体的な医療資
源の指標と診療過程の指標につ
いて調査することにより、わが国
における周産期医療の質の評価
を試みた。その結果、わが国にお
ける現時点での診療内容がわか
り、総合周産期母子医療センター
間でのバリエーションが大きい
ことが判明した。このバリエーシ
ョンは児の予後に影響を及ぼし
ている可能性があり、またそれに
伴う医療資源の増大、医療費の増
加につながっていることも否定
できない。それぞれの施設の医療
資源の充足度により変化する因
子が影響している可能性の検討
も必要であり、バリエーションが
大きい原因について検討する必
要があると考えられた。 

 医学部定員の地域枠と地域枠奨学金
の実態 
 医学部定員の地域枠と地域枠奨

学金の実態とそれに関連して地
域における産婦人科医確保とい
う観点からどのような取り組み
が行われているかを知る目的で、
大学医学部産婦人科教授に対す
るアンケート調査、文部科学省の
公表資料からの情報収集、各都道
府県医師確保ホームページから
の医師修学資金・奨学金制度に関
する情報収集を実施した。 

 地域枠定員を有する大学は 7 割
以上に及び、大学数、募集人員と
もに近年増加傾向にあり、総定員
の4分の1程度を占める大学も少

なくなかった。一方で、地域枠対
象者に対して、カリキュラム・セ
ミナー等を実施する大学は半数
に及ばなかった。 

 地方自治体による奨学金・医師修
学資金制度は多数設けられてお
り、学生向けの奨学金で診療科の
指定があるものは全体の 3 割程
度であった。産科に従事すること
が要件の制度は地方を問わず全
国に存在していた。 

  この制度が地域における産婦
人科医の確保という点で有効と
なるためには、対象学生に対して
適切な情報提供及びサポートを
充実させることを通じて、産婦人
科の魅力を伝え、地域でキャリア
を積み上げることのできる体制
を示すことが重要と考えられた。 

 医師・歯科医師・薬剤師調査からみ
た産婦人科医の現状 
 医師・歯科医師・薬剤師調査に基

づいて、平成 8 年から平成 24 年
の産婦人科医数の性別、年齢層別、
勤務場所別、都道府県別の変動に
ついて検討を行った。 

 特に病院産婦人科においては、若
い層の女性医師の増加に支えら
れた医師数の増加により、平成
18 年当時と比較して、状況はあ
る程度改善していると考えられ
た。しかし, 20 歳代の医師数が
頭打ちになっていることから、こ
の状況が継続するためには、新規
専攻医を増加させていく必要が
ある。 

 30歳代前半及び40歳代前半の女
性医師は病院勤務から診療所勤
務に移行する率が高い。病院勤務
女性医師の増加により、女性医師
の診療所勤務への移行率は、病院
の診療機能の確保に重大な影響
を与える必要があり、さらなる検
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討が必要と考えられた。 
 全体としての産婦人科医の増加

とともに大都市圏における増加
と、一部の地方における減少が同
時に進行している現状が明らか
になった。 

 診療所勤務医は全体として減少
しているが、女性医師については
増加している。雇用形態、勤務形
態の多様性の確保は、女性医師が
継続的に就労する上で重要な条
件と考えられ、女性医師が診療所
勤務を早期に選択する傾向には
そのような背景がある可能性が
ある。 

 病院としても診療所の雇用形
態・勤務形態に準じた対応をとる
など、女性医師の継続的就労が可
能な条件を整備する必要がある
と考えられる。 

 診療所勤務医の減少には、高齢医
師の引退、分娩取扱診療所の減少
等さまざまな要因があると考え
られるが、この減少が、地域の産
婦人科医療提供体制に与える影
響についてさらに検討する必要
がある。 

 
D．考察 
【各分担研究に関する考察】 
 本研究の最大の成果は、「周産期医療

の広場」と「小児医療の広場」とい
う情報提供サイトを立ち上げ、いつ
でもだれでも周産期及び小児医療施
設情報を含む周産期・小児医療関連
情報にアクセスできる環境を継続可
能な状態で運営しているという事実
である。「周産期医療の広場」のアク
セス数は月間5-7万件に達しており、
その大部分が分娩取扱い施設検索と
なっている。また「小児医療の広場」
では地域小児救急医療関連情報提供
の均てん化を目指しており、本研究

でその実現の可能性を示すことがで
きた。これらのサイトは、24 時間、
いつでも新たな情報を掲載すること
が可能であり、大規模災害等の緊急
時の活用が期待される。 

 全分娩取扱施設情報を施設機能ごと
にリスト化し、自在に縮尺を変えて
地図表示し、さらにその施設の診療
能力によって絞り込み検索を可能と
することにより、わが国全体、及び
各地域の周産期医療提供体制の実情
を、さらに容易に検索できるシステ
ムを構築し公開した。分娩取扱医療
機関情報提供システムには、非常に
大きな社会的なニーズがあることが
明らかになった。このようなシステ
ムをさらに充実させることにより、
周産期医療提供体制の改善の方策立
案が容易になると考えられた。また、
同様のシステムを用いて、産婦人科
研修指導施設、生殖補助医療登録施
設情報の提供についても比較的容易
に構築できることが明らかになった。
ある領域の基本的な施設データベー
スを作成すれば、それを基盤として
関連領域の施設データベースを構築
することはそれほど困難ではない。
本研究の結果、他の診療領域の施設
情報の提供においても、本研究で用
いた方法を活用することは十分可能
と考えられ、今後、検討されるべき
課題であると考えられた。 

 「小児医療の広場」の立ち上げと施
設検索リスト及びマップの基礎とな
るデータベースの作成作業は、既存
の比較的静的な施設情報を提供する
ことで有効と考えられた周産期医療
施設、産婦人科医療施設データベー
スの作成とは全く異なるものである
ことが明らかになった．特に小児時
間外救急診療施設については、都道
府県ごとにシステムが異なること、
時間帯ごとに対応施設が異なること
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等、きめ細かい情報の収集と更新、
情報提供方法の検討が必要であるこ
とが明確となった。本研究で、この
ような諸課題を解決する方向性を示
すことができた。今後、さらに検討
を進めることで社会のニーズに対応
できるシステム構築が可能となるこ
とが期待される。 

 周産期医療の質の評価のために必要
な臨床指標について検討を行った。
わが国の周産期医療においては、本
研究の大部分がそれに費やされてい
る構造指標の検討と可視化について
は、一定の方向性が示されているが、
過程指標、結果指標の検討について
は、初期段階にあると考えられる。
本研究で、周産期センターにおける
過程指標、結果指標の収集の実施可
能性を示すことができた。今後は、
収集されたデータの評価方法、そし
て評価結果を実際に医療の質の向上
に生かすための方策の開発が必要と
考えられる。 

 地域枠制度及び奨学金・医師修学資
金制度が大きな広がりを見せた契機
は、地域医療再生基金もひとつの契
機であると考えられ、平成 20 年から
22 年頃に地域枠募集人員が大幅に増
加していることからも見て取れる。
つまりこれら制度の拡大が地域医療
にどの程度貢献するかについては、
この時期以降に入学した学生がどの
程度地域に定着するのかによって大
きく左右され、制度の有用性の検証
は今後引き続いて行われていくべき
こととなる。 

 地域枠入学者は大学入学時に卒後の
勤務地域がほぼ決まるため、医師と
してのキャリアパス（診療科選択を
含む）や地域における医療事情及び
キャリア教育の実態を深く知ること
がないままに「地域にとどまる」選
択をしていることとなる。また、今

現在では地域枠選択者のロールモデ
ルがさほど多く存在しないこともあ
り、どのような進路を辿ることにな
るのか、不安を持つ学生も少なから
ず存在すると考えられる。現状では、
大学として地域枠学生を対象とした
プログラムを設置している施設は多
くなく、また、産婦人科医局が地域
枠学生にアプローチできているとは
言い難かった。学生自身が、地域で
働くキャリアプランを地域のニーズ
のみでなく自らの意思と併せて主体
的に選択していくことができるよう
に、地域でどのように医師を育てる
のかを示しながら、医学部の 6 年間
及び研修期間を通じて関わっていく
必要性がある。また、労働力の確保
の側面のみを強調し過ぎることがな
いようにすることも重要と考えられ
る。地域枠学生を産婦人科に誘導で
きれば、産婦人科の医師不足を解消
につながる可能性はあるものの、地
域枠や奨学金の対象となっている学
生への直接的なアプローチが困難で
ある実情も伺えた。地域に残る予定
の学生を産婦人科に誘導するのも当
然重要であるが、全ての学生に対し
て、学生教育を通して産婦人科の魅
力を学生に伝える中で、産婦人科に
興味を持った学生に地域に残って貰
うように働きかけることも併せて重
要と考えられる。その中には、産婦
人科医としてのキャリアプランをそ
の地域でどのように展開していける
のか、サブスペシャリティに関する
教育、女性医師のサポート等、各地
域で為されている取り組みを学生に
具体的に示すことが含まれる。 

 本研究の結果、医療機関に勤務する
産婦人科医数は全体として増加して
いるが、それは若年層の女性医師の
増加によるものである（男性医師は
減少している）ことが明確にしめさ
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れた。そして、この増加は大都市圏
中心のもので、地方ではかなりの県
で減少が認められており、地域偏在
の進行が懸念される。病院勤務医で
は男性医師数は不変で増加していな
い。増加しているのは女性医師であ
り、病院産婦人科にとっての女性医
師の重要性が増していると考えられ
る。診療所勤務では、特に若い年齢
層で女性医師が占める割合が高く、
女性医師には病院勤務から診療所勤
務に早期に移行する傾向が認められ
る。診療所勤務医は平成 22 年から 24
年にかけて著明に減少した。東京、
神奈川、愛知では増加しているが、
大阪、福岡では減少しており、大都
市圏の診療所の動向には地域差が認
められる。産婦人科診療所のあり方
が変化する徴候をとらえている可能
性がある。地域偏在については、福
島、山梨、鳥取、高知、熊本では病
院勤務医、診療所勤務医の両者で減
少が認められている。特に福島につ
いては、マクロデータからも危機的
状況にあると考えられた。 

 
【産婦人科医療の安定的確保のための施
策に関する考察】 
 課題の整理：本研究の結果、産婦人

科医療が抱えるさまざまな課題が明
確になった。地域の産婦人科医療提
供体制を将来にわたって確保してい
くためには、「地域偏在」「女性医師」
「新規専攻医」という問題を中心に
以下のような課題を解決していく必
要がある。 
 地域偏在：本研究で、産婦人科医

の地域偏在の実態の一端が明ら
かになった。産婦人科医の増加が
大都市圏中心におきている理由
として、施設規模が大きく労働環
境が良好であること、研修機会に
恵まれやすいこと、大都市圏出身

者にとって家族の協力を得やす
いこと、子弟の教育環境に恵まれ
ていること、将来の職場について
多様な選択肢が存在すること等
が考えられる。逆に地方で新規専
攻医が少ない理由としては、施設
規模が小さく労働環境が厳しく、
休みをとりにくいこと、地域内で
十分な専門研修を受けられない
可能性があること、大都市圏出身
者にとって家族の協力を得にく
いこと、子弟の教育環境の確保が
難しいこと、開業を含め将来の職
場を地域内に想定することが難
しい場合があること等があると
思われる。 

 女性医師：現状では産婦人科の特
に病院における医療は、若年層の
女性医師の増加によって支えら
れている。今後、若年層女性医師
が継続的に産婦人科医療現場で
就労できるかどうかが、きわめて
重大な課題となっていく。また、
女性医師には病院勤務から診療
所勤務への移行に、年齢とともに
増加する男性医師とは異なる変
動が認められる。今後多数派とな
る女性医師の病院と診療所の間
でどのように配置されていくの
かという点も、将来の医療提供体
制のあり方を考える上で重要な
要因である。子育ては、本来、家
族全体で担われるべきものであ
ろうが、わが国の現状では、母親
に過重な負担がかかることが多
い。専門的な技術、資格を有する
女性の継続的な就労が可能な条
件を整備するためには、そのよう
な社会のあり方を変えていくこ
とが重要なのは論を待たないが、
医療分野で他の分野に先駆けて
この問題に対処するためには、時
間外、病児に対応可能な保育所等
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の整備が大前提となる。 
 新規専攻医：新規専攻医にとって

は、適正な勤務環境でキャリア形
成を効率的に実現できる環境が
提示されることが重要である。こ
れまでは良好な研修環境を求め
て大都市圏に専攻医が集中して
いた側面もあったと考えられる
が、今後も同様の状況が続くと、
大都市圏では、若手医師の過剰に
よる、研修条件の悪化が起きる可
能性もある。その一方で、地方の
勤務環境には改善が必要不可欠
である。また、経済的インセンテ
ィブをより魅力あるものとする
ことも有効と考えられる。地方で
は二階建て専門医を含む高度な
技術習得が可能な研修プログラ
ムの整備が必要である。このよう
な体制整備を行った上で、さらに
地域の産婦人科医療を確保する
ためには、地域枠医学生の一部を
産婦人科専攻に積極的に誘導す
ることを検討する必要がある。現
状では地域枠医学生に対して、地
域で産婦人科医になった場合の
研修プログラムの周知が行われ
ているとは言いがたい。 
 

 具体的な提言： 
 大都市圏における産婦人科専攻

医研修施設の集約化：労働環境の
改善を行うとともに大都市圏へ
の専攻医集中が過剰とならない
ための方策。 

 地方における病院産婦人科の集
約化・仕事と子育ての両立が可
能な職場環境の整備：地域内集約
化により労働環境を改善し、休み
をとることのできる職場にする
こと。時間外、病児に対応した保
育所、学童保育等の整備を行う。
それにより女性医師の継続的就

労が可能で、休業後の復帰も容易
な病院を地域に確保すること。 

 地方勤務医師に対する経済的イ
ンセンティブの強化：大都市圏と
の生活上の利便性の差を凌駕す
る程度の経済的インセンティブ
を付与しなければ、地域偏在の状
況を短期的に変えることは不可
能と考えられる。 

 地方における生涯にわたる産婦
人科研修プログラムの整備：す
べての地域で、産婦人科研修の質
を確保すること。都道府県、大学
の枠にとらわれず、より広域ない
し多施設で総合的に研修する体
制を整備し、提示すること。 

 産婦人科専門医取得後の各地域
におけるキャリア形成過程を明
らかにすること：地域で産婦人科
医として、国内外への留学や広
域・多施設二階建て専門医研修等
を含む最大限の研修ができるプ
ログラムを作成し、これを明示す
る。 

E．結論 
 全国各地域の産婦人科医療提供体制、

小児科医療提供体制に関する情報を
一般に提供するサイト「周産期医療
の広場」「小児医療の広場」を構築し、
その運営を行った。 

 アクセス数からこのような情報提供
サイトへの社会的ニーズの大きさが
確認できた。 

 産婦人科医の現状について情報を収
集、分析し、将来にわたって産婦人
科医療提供体制を確保するために解
決すべき課題を抽出し、具体的な提
言を行った。 

 
F．健康危険情報 
 特記すべき事項なし 
 
G．研究発表 



10 
 

１．論文発表 
なし 

 
２．学会発表 
平成 26 年 1月 26 日：平成 25 年度産婦人
科医療改革公開フォーラム 
 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定含） 
  １．特許取得  
     なし 
  ２．実用新案登録 
     なし 
  ３．その他   
  なし 
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厚生労働科学研究費補助金 

平成 25 年度地域医療基盤開発推進研究事業 

 

「地域における産科医、小児科医の実態把握に関する研究」 

 
研究代表者 海野信也 

 
分担研究課題『ウェブサイト「周産期医療の広場」を介した 

周産期医療情報の提供方法に関する研究』 

http://shusanki.org 
 

平成 25 年度研究成果報告 

 
研究代表者 

北里大学医学部産婦人科学教授 海野 信也  
研究分担者 

東京女子医科大学総合母子医療センター教授 松田 義雄 

日本医科大学多摩永山病院教授 中井 章人  

日本医科大学講師 澤 倫太郎 

研究協力者 

愛和病院産婦人科 村上 真紀 

 
【研究の要旨】 
1) 産婦人科医療提供体制の現状を把握し、その情報を適切に社会に提供する方法を検討するこ

とを目的として、以下の活動を行った。 
(ア) 先行研究よりの継続研究である website「周産期医療の広場」の活動を継続した。 
(イ) わが国の分娩取扱医療機関情報提供体制システムを構築し、「周産期医療の広場」から

情報提供を行った。 
① サイト全体としてのページビューは、施設検索機能が稼働した平成 23 年 3 月以降

急増した。 
② PC サイトのページビューは、平成 22 年度の 51,260 件、平成 23 年度は 365,301

件、平成 24 年度は 599,868 件、平成 25 年度は平成 26 年 2 月 20 日までで 731,752
件だった。 

③ 分娩取扱医療機関情報提供システムには、非常に大きな社会的なニーズがあるこ
とが明らかになった。 

2) 全分娩取扱施設情報を施設機能ごとにリスト化し、自在に縮尺を変えて地図表示し、さらに
その施設の診療能力によって絞り込み検索を可能とすることにより、わが国全体、及び各地
域の周産期医療提供体制の実情を、さらに容易に検索できるシステムを構築した。このよう
なシステムをさらに充実させることにより、周産期医療提供体制の改善の方策立案が容易に
なると考えられた。また、同様のシステムを用いて、他の診療領域の施設情報の提供も十分
可能と考えられ、今後、検討されるべき課題であると考えられた。 
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【研究目的】  

1) 先行研究「周産期救急医療体制と分娩環

境の安定的確保」『周産期医療情報の提

供方法に関する研究』（平成 23 年度厚

生労働科学研究費補助金（成育疾患克服

等次世代育成基盤研究事業）「地域にお

ける周産期医療システムの充実と医療

資源の適正配置に関する研究」（H21-

子ども-一般-００２）研究代表者 海野

信也）よりの継続研究である website

「周産期医療の広場」の活動を継続し、

その充実をはかることを目的とした。 

2) 地域における産科医療を提供する医療

機関及び医師に関する情報を、関係学会

及び専門家の了解及び協力を得てリス

ト化し、そのリストに基づいて医療機関

の位置と診療機能を容易に検索できる

地図を作成し、インターネットから一般

に公開する。 

3) このような情報提供を行うことによっ

て、国民及び行政関係者等が、常にこの

領域の医療提供体制に関するもっとも

信頼できる情報に容易に検索しアクセ

ス可能な体制を整備する。 

4) 最新の情報提供を行うことにより、地域

における成育医療提供体制の実態を、全

地域において可視化することが可能と

なり、行政において、地域間、診療分野

間でバランスのとれた施策立案を可能

にする。 

 

【研究方法】 

1) 研究班 website「周産期医療の広場」の

活動の継続 

(ア) 分娩取扱医療機関情報の更新：平

成 25 年度は 5 月と 12 月に全面的

な調査及び更新を行った。 

 

2) 研究班 website「周産期医療の広場」の

機能向上と操作性改善を目的として、以

下のような改造を行った。 

(ア) 施設検索機能の充実：「生殖補助医

療登録施設検索」機能の新設を行

った。 

(イ) PC 版の改良：検索機能及びキーワ

ード機能の充実（平成 25 年度） 

(ウ) スマートフォン版の改良：施設検

索画面の配置の変更（平成 25 年度） 

 

【研究結果】 

1) 研究班 website「周産期医療の広場」の

活動 

(ア) 周産期医療最新情報を、順次「周

産期医療の広場」の「トピックス」

「周産期関連情報」「報告書」のコ

ーナーに掲載し、公開した。掲載

情報数は以下の通りとなっている。 

 

年度 トピックス 
周産期関連

情報 
報告書等 

21 20 32 

51 
22 46 67 

23 45 115 

24 34 42 

25 26 51  

(イ) 平成 23 年 3 月 9 日より掲載を PC

サイトと携帯サイトの双方で開始

した都道府県・市町村別の分娩取

扱医療機関の施設情報は、各都道

府県の全国ＭＦＩＣＵ連絡協議会

参加施設等から情報提供を受け、

適宜更新を行った。 
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① 2012

載施設は全体で

ったが

分娩取扱医療機関数は

施設となっている。

 

(ウ) サイト全体としてのページビュー

は、施設検索機能が稼働した平成

23 年 3

PC サイトのページビューは、

22 年度の

は 365,301

599,868

26 年 2

だった。

ジビューは

件、平成

成 25 年度は、平成

日までで

2012年 2月 7日の時点で

載施設は全体で

ったが 2014 年

分娩取扱医療機関数は

施設となっている。

サイト全体としてのページビュー

は、施設検索機能が稼働した平成

3 月以降急増した。

サイトのページビューは、

年度の 51,260 件、平成

365,301 件、平成

599,868 件、平成

2 月 20 日までで

だった。また、携帯サイトのペー

ジビューは平成 23

、平成 24 年度は

年度は、平成

日までで 164,296 件となっている

日の時点では

載施設は全体で 2713 施設

年 2 月現在登録

分娩取扱医療機関数は 2586

施設となっている。 

サイト全体としてのページビュー

は、施設検索機能が稼働した平成

月以降急増した。（図１

サイトのページビューは、平成

件、平成 23 年度

、平成 24 年度は

、平成 25 年度は平成

日までで 731,752

、携帯サイトのペー

23年度の 205,271

年度は 179,162 件、平

年度は、平成 26 年 2 月

件となっている

3 

は掲

施設だ

月現在登録

2586

サイト全体としてのページビュー

は、施設検索機能が稼働した平成

１）

平成

年度

年度は

年度は平成

731,752 件

、携帯サイトのペー

205,271

件、平

月 20

件となっている

 

2) 

（図 2

(エ) スマートフォンサイトについては、

平成26

が限定されており、操作性の向上

が必要な状況になっている。

(オ) 図 3 に示すように、

のアクセス数の合計は月間

ら 9 万件

っている

 研究班 website

改造 

 

(ア) 生殖補助医療登録施設検索機能の

付加（図

が 公 開 し て い る 情 報

http://www.jsog.or.jp/public/shise

tu_number/index.html

殖補助医療登録施設リスト及びマ

2）。 

スマートフォンサイトについては、

26年2月の時点ではアクセス

が限定されており、操作性の向上

が必要な状況になっている。

に示すように、

のアクセス数の合計は月間

万件の間を推移するようにな

っている。 

website「周産期医療の広場」の

生殖補助医療登録施設検索機能の

（図 11）：日本産婦人科学会
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http://www.jsog.or.jp/public/shise

tu_number/index.html
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スマートフォンサイトについては、

月の時点ではアクセス

が限定されており、操作性の向上

が必要な状況になっている。

に示すように、3 つのサイト

のアクセス数の合計は月間 6

の間を推移するようにな

「周産期医療の広場」の

生殖補助医療登録施設検索機能の

日本産婦人科学会

が 公 開 し て い る 情 報
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6 万か

の間を推移するようにな

「周産期医療の広場」の
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【考察】

1) 研究班

活動：

ップを作成し、公開

(イ) 検索機能の充実：

① サイト内検索機能の付加：

れまでの検索機能は、項目ご

とにあらかじめ入力したキー

ワード

だったが、これを、各記事内

のテキストを検索できるよう

に改めた。

 

② 「話題のテーマ」というボタ

ンを設け、関心の高い特定の

テーマについては、ワンクリ

ックで関連記事を一括検索で

きる機能を付加した。

【考察】 

研究班 website

活動：PC サイトおよび携帯サイトのア

作成し、公開

検索機能の充実：（図

サイト内検索機能の付加：

れまでの検索機能は、項目ご

とにあらかじめ入力したキー

ワードで検索するというもの

だったが、これを、各記事内

のテキストを検索できるよう

に改めた。 

「話題のテーマ」というボタ

ンを設け、関心の高い特定の

テーマについては、ワンクリ

ックで関連記事を一括検索で

きる機能を付加した。

website「周産期医療の広場」の

サイトおよび携帯サイトのア

作成し、公開した。 

（図 12） 

サイト内検索機能の付加：

れまでの検索機能は、項目ご

とにあらかじめ入力したキー

するというもの

だったが、これを、各記事内

のテキストを検索できるよう

「話題のテーマ」というボタ

ンを設け、関心の高い特定の

テーマについては、ワンクリ

ックで関連記事を一括検索で

きる機能を付加した。 

「周産期医療の広場」の

サイトおよび携帯サイトのア

4 

サイト内検索機能の付加：こ

れまでの検索機能は、項目ご

とにあらかじめ入力したキー

するというもの

だったが、これを、各記事内

のテキストを検索できるよう

「話題のテーマ」というボタ

ンを設け、関心の高い特定の

テーマについては、ワンクリ

ックで関連記事を一括検索で

「周産期医療の広場」の

サイトおよび携帯サイトのア

クセス状況について

(ア) 「周産期医療の広場」の

トは平成

が急速に増え、それ以前の

上となった後、漸増傾向が続いて

いる。

機能を付加し、情報提供を開始し

たことがもっとも大きいと思われ

る。 

(イ) 携帯サイトについても、施設検索

機能を中心にアクセスの増加がみ

とめられ、地図検索機能を有する

PC サイトに匹敵するアクセス数

になっている。この事実は情報提

供における携帯電話端末の重要性

を示唆するものと考えられる。

かし、平成

のの、アクセスの減少傾向が認め

られ、携帯電話端末からスマート

フォン端末への乗り換えが起きて

いる可能性が示唆された。また、

スマートフォン端末では、ＰＣサ

イト画面が細かすぎて操作性にか

ける面があることが指摘された。

(ウ) このような状況に対応するため、

スマートフォンからの利用に特

したサイトの立ち上げを決定し。

平成24

しかし、

ついては、

したにもかかわらず

アクセス数が限定されている

現状である

ォンサイトの操作性に課題がある

と考えられ、より操作しやすい画

面構成を検討する必要があると考

クセス状況について 

「周産期医療の広場」の

トは平成 23 年 3

が急速に増え、それ以前の

となった後、漸増傾向が続いて

いる。その理由としては施設検索

機能を付加し、情報提供を開始し

たことがもっとも大きいと思われ

 

携帯サイトについても、施設検索

機能を中心にアクセスの増加がみ

とめられ、地図検索機能を有する

サイトに匹敵するアクセス数

になっている。この事実は情報提

供における携帯電話端末の重要性

を示唆するものと考えられる。

かし、平成 24 年度は変動はあるも

のの、アクセスの減少傾向が認め

られ、携帯電話端末からスマート

フォン端末への乗り換えが起きて

いる可能性が示唆された。また、

スマートフォン端末では、ＰＣサ

イト画面が細かすぎて操作性にか

ける面があることが指摘された。

このような状況に対応するため、

スマートフォンからの利用に特

したサイトの立ち上げを決定し。

24年11月に運用を開始した

しかし、スマートフォンサイトに

ついては、開設が

したにもかかわらず

アクセス数が限定されている

現状である。現状ではスマートフ

ォンサイトの操作性に課題がある

と考えられ、より操作しやすい画

面構成を検討する必要があると考

 

「周産期医療の広場」の PC

3 月以降、アクセス

が急速に増え、それ以前の 10

となった後、漸増傾向が続いて

その理由としては施設検索

機能を付加し、情報提供を開始し

たことがもっとも大きいと思われ

携帯サイトについても、施設検索

機能を中心にアクセスの増加がみ

とめられ、地図検索機能を有する

サイトに匹敵するアクセス数

になっている。この事実は情報提

供における携帯電話端末の重要性

を示唆するものと考えられる。

年度は変動はあるも

のの、アクセスの減少傾向が認め

られ、携帯電話端末からスマート

フォン端末への乗り換えが起きて

いる可能性が示唆された。また、

スマートフォン端末では、ＰＣサ

イト画面が細かすぎて操作性にか

ける面があることが指摘された。

このような状況に対応するため、

スマートフォンからの利用に特

したサイトの立ち上げを決定し。

月に運用を開始した

スマートフォンサイトに

開設が 1 年以上が経過

したにもかかわらず認知度が低く、

アクセス数が限定されている

現状ではスマートフ

ォンサイトの操作性に課題がある

と考えられ、より操作しやすい画

面構成を検討する必要があると考

PC サイ

月以降、アクセス

10 倍以

となった後、漸増傾向が続いて

その理由としては施設検索

機能を付加し、情報提供を開始し

たことがもっとも大きいと思われ

携帯サイトについても、施設検索

機能を中心にアクセスの増加がみ

とめられ、地図検索機能を有する

サイトに匹敵するアクセス数

になっている。この事実は情報提

供における携帯電話端末の重要性

を示唆するものと考えられる。し

年度は変動はあるも

のの、アクセスの減少傾向が認め

られ、携帯電話端末からスマート

フォン端末への乗り換えが起きて

いる可能性が示唆された。また、

スマートフォン端末では、ＰＣサ

イト画面が細かすぎて操作性にか

ける面があることが指摘された。 

このような状況に対応するため、

スマートフォンからの利用に特化

したサイトの立ち上げを決定し。

月に運用を開始した。

スマートフォンサイトに

年以上が経過

認知度が低く、

アクセス数が限定されているのが

現状ではスマートフ

ォンサイトの操作性に課題がある

と考えられ、より操作しやすい画

面構成を検討する必要があると考
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えられる。 

 

2) 分娩取扱医療機関検索機能の意義につ

いて 

(ア) 本研究で作成した分娩取扱医療機

関検索機能にはこれまでの民間あ

るいは行政が作成し、インターネ

ット上で提供されている分娩施設

データベースと比較して、以下に

示すようないくつかの特徴を有し

ている。 

① 情報の提供者が産科医療の専

門家であること。提供情報の

内容が、ほぼ全分娩施設が参

加している産科医療補償制度

のデータ提供を受け、これを

産科医療の専門家が補正した

上で、産科医療の専門団体で

ある日本産科婦人科学会、日

本産婦人科医会の承認を前提

としたものであること。 

② 提供情報について、各地域の

産科医療の専門家及び分娩施

設からの直接の積極的な情報

提供によって更新を行ってい

ること。 

③ その表示範囲を自在に調節可

能な地図表示機能を備えるこ

とによって、行政単位の枠に

とらわれず、分娩施設の位置

関係を明確にすることが出来

ること。 

(イ) このため、「周産期医療の広場」の

施設検索機能を用いることによっ

て、これまでは難しかった分娩施

設に関する確実な情報に簡便なア

クセスが可能になった。それによ

り、以下に示すような効果が期待

できると考えられる。 

① 妊婦・一般市民 

1. 受診可能な最寄りの分娩

取扱医療機関を容易に検

索でき、連絡のために必

要な情報を得ることがで

きる。 

2. 地域の周産期医療体制の

概要を把握することがで

きる。 

② 医療機関 

1. 地域の周産期医療体制の

概要を把握できる。 

2. 他施設ウェブサイトの検

索が容易、情報提供方法

を比較検討できる。 

3. 他地域の医療機関への紹

介が容易 

③ 地方自治体 

1. 地域の周産期医療体制の

概要を把握できる。 

2. 周辺地域と自地域の関係

が把握しやすいので、合

理的な施策立案ができる。 

3. 自地域と他地域を比較し

て、必要な施策の検討が

できる。 

④ 国 

1. 全国の周産期医療体制の

概要を網羅的に把握でき

る。 

2. 地域の特性を理解しやす

い。 

(ウ) 本研究で開発を続けている施設検
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索機能を用いることによって、全

国の分娩取扱施設の位置的な分布

状況を誰でも、いつでも、どこか

らでも把握することが可能となっ

た。 

(エ) 今後は、提供情報の内容を充実さ

せることにより、地域周産期医療

提供体制の実態を総合的に把握、

評価するための重要なツールとし

てさらに有効に機能することが期

待できる。また、他の診療領域に

おいても同様な施設リストを作成

し地図表示することによって、医

療提供体制の充実と医療へのアク

セスの向上に寄与できる可能性が

示唆された。 

3) 生殖補助医療登録施設検索機能につい

て 

(ア) 施設情報の提供が、社会に対して

意味を持つためには、提供される

情報の内容が正確であることと情

報提供が安定的に継続してなされ

ることが必要不可欠である。本研

究では、分娩取扱施設情報提供の

実践を通じて獲得したノウハウを

他の領域に適用することの適否を

知るための最初の取り組みとして

産婦人科研修施設情報及び生殖補

助医療登録施設情報の提供を行っ

た。 

(イ) その成果を検証するためには今後

の継続的な情報提供が必要と考え

られる。 

4) 「周産期医療の広場」の今後の運営方

法について 

(ア) 本研究によって機能充実がはから

れたウェブサイト「周産期医療の

広場」は、月間 7 万件程度のペー

ジビューを獲得し、医療情報を社

会に発信する方法としてインター

ネットを介する方法が一定の有効

性を持つ可能性を示唆するととも

に、その有効性のさらなる検証の

ためには継続的情報提供が必要で

あることを示したと考えられる。 

(イ) 「周産期医療の広場」は開設後多

くのアクセスを獲得すると共に、

分娩取扱施設ならびに周産期医療

施設のデータベースとして、役割

を果たしてきている。今後、適切

な情報の更新を行うことにより、

その役割を果たし続けることが期

待できると考えられる。 

(ウ) 本研究終了後、「周産期医療の広場」

の運営は、本研究班との共同研究

を続けてきた公益社団法人日本産

科婦人科学会医療改革委員会に引

き継がれる方向で、調整が進んで

おり、これまでと同様の情報提供

を続ける予定となっている。 

 

【結論】 

1) インターネットを介した周産期医療情

報提供サイトには、特に分娩取扱施設情

報をを中心に多くのアクセスがあり、こ

の分野の信頼できる情報を提供するサ

ービスに対する社会のニーズが大きい

ことが明らかになった。 

2) 全分娩取扱施設情報を施設機能ごとに

リスト化し、自在に縮尺を変えて地図表

示し、さらにその施設の診療能力によっ

て絞り込み検索を可能とすることによ
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り、わが国全体、及び各地域の周産期医

療提供体制の実情を、さらに容易に検索

できるシステムを構築した。このような

システムをさらに充実させることによ

り、周産期医療提供体制の改善の方策立

案が容易になると考えられた。また、同

様のシステムを用いて、他の診療領域の

施設情報の提供も十分可能と考えられ

た。 

3) 分娩取扱施設情報の提供と同一の方法

を用いて、産婦人科研修施設、生殖補助

医療登録施設情報の提供も開始されて

おり、今後、この方法の有効性について

の検証がさらに可能になってくるもの

と考えられた。 

4) 本研究によって開発された全国統一の

分娩取扱施設情報提供システム及び周

産期医療情報提供システムについては、

今後も公益社団法人日本産科婦人科学

会の事業として引き継がれ、情報提供を

継続することとなっている。 

【研究成果の発表】 なし

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

A．研究目的 
 昨年度立ち上げたウェブサイト「小児
医療の広場」をさらに充実させ、インタ
ーネットによる地域における小児医療の最

新で正確な情報を提供する。 
 
 
B．研究方法 

 昨年立ち上げたこのサイトのコンテンツは

以下の通り。 

１）小児救急対応施設 

２）ワクチン接種対応施設 

３）予防接種啓発 

４）小児科関連情報 

５）診療ガイドライン 

 本研究では、特にワクチン接種可能施設の

位置情報をマップ上で可視化を試みアクセス

もコンスタントにあった事から、本年度はさ

らに施設情報の更新を行った。 

 ワクチンの勧奨啓発活動に実績のある NPO

法人 「VPD を知って、子どもを守ろうの会」

の協力を得た。24 年度は、本研究の主旨に賛

同し、協力の了解の得られた 402 名の会員か

ら、施設情報の提供を得たが、さらに 25 年度

は、506 施設に増加し、情報の更新を行った。 

 

情報は以下の内容を含んだ。 

1) 医療機関名、所在地、電話番号 

2) 医療機関 ホームページ URL 

3）ワクチン開始月齢 

4) 同時接種本数 

 これらの情報を基に、ワクチン接種可能施 

設としてグーグルマップ上に表示し、承諾の

あった施設の HP にリンクした。また、ワクチ

ン開始時期と同時接種可能な本数の絞り込み

平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「地域における産科医、小児科医の実態把握に関する研究」 

分担研究報告書 

ウェブサイト「小児医療の広場」の作成と公開 
〜ワクチン接種可能施設情報の提供〜 

 
研究分担者 和田和子  

大阪大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター・講師 

研究要旨 

 ２４年度の本研究では、地域に密着した小児医療に関する情報をインターネ

ットを使って提供するために、ウェブサイト「小児医療の広場」を PC 版、スマ

ーオフォン版ともに作成し公開した。乳幼児を持つ保護者にとってこどもの健

康を守る上で重要な情報であるワクチン接種についての情報提供のため、接種

可能施設を検索しマップ状に表示し、接種開始時期や同時接種が可能かどうか

の絞り込み検索の機能も付加した。本年は協力施設をさらに増やし情報を更新

した。アクセス数は決して多くないが、ほぼコンスタントにアクセスされてい

ることから、このようなツールは有用であると考えられた。 



 

検索機能を付加した。 

 

(倫理面への配慮) 

  NPO 法人「VPD を知って子どもを守ろうの

会」の会員には、情報提供を得るにあたり文

書で了解を得た。 

 
C．研究結果 
 ウェブサイト「小児医療の広場」、PC版、

スマートフォン版ともに、24 年２月から公開

している。 

http://shyoni.org/ 

 この中のコンテンツ、ワクチン接種施設検索 

は、ワクチン接種可能な施設とリンク可能な

HP の URL、開始時期と同時接種の絞り込み検

索機能を付加している。１ 

アクセス数は別表に示す（表１ 表２） 
 
D．考察 
 本研究では、先行研究にてウェブサイ
ト 「 周 産 期 医 療 の 広 場 」 
http://shusanki.orgを運用してきた。こ
のサイトは、信頼できる最新の医療情報
を可視化し、市民、医療関係者、行政担
当者等に提供するものである。今回は、
同様の目的で小児医療に関連するサイト
を構築した。 
 乳幼児をもつ保護者にとってのこども
の健康に関する最大の関心事は、小児一
次救急とワクチン接種が挙げられる。こ
のサイトでは、小児救急対応施設、ワク
チン接種対応施設の検索サイトを設けた。 
また、ワクチンの啓発や、小児科関連情
報、診療ガイドライン等、医療者にとっ
ても有用なサイトを付加した。 
 特にワクチンについては、この数年に
めまぐるしくスケジュール変更が行われ、
生後２ヶ月から開始しなければならなく
なった。従来のように、３ヶ月健診時に 
BCG を案内し、保健師が以降のスケジュー
ルを指導する方法が通用しなくなった。
保護者には、早ければ妊娠中から、遅く
とも１ヶ月健診の時点で、どこでワクチ
ンが受けられるのかという情報を確保で

きる事が望ましい。一方で、出産を取り
扱い、退院診察、一ヶ月健診を行う周産
期医療関係者が必ずしもワクチン接種施
設情報に精通しているとは限らず、保護
者の居住地で、同時接種を行っているか
どうか、スケジュール相談を行ってくれ
るかどうかを簡単に検索でき、情報を提
供できればたいへん有用である。 
 施設情報の提供は、 NPO「VPD を知って、
子どもを守ろうの会」に依頼した。この
団体は 2008 年に設立され、ワクチンで防
げ る 病 気 (VPD Vacctine preventable 
diseases)の情報提供、啓発活動、調査、
等を行っている。本年度は 24 年度に登録
した 402 件の更新と、新たな参加施設を
加えた合計 506 件の施設情報をマップ上
に表示した。アクセス数は決して多くな
いが、コンスタントにアクセスがあり、
利用されていることが伺える。 
 情報の更新を遅滞無くおこなえるよう
なシステム作り、またこの HP 自体の広報
などは今後の課題である。 
E．結論 
 地域住民と医療者にも有用な小児医療、
特にワクチン関連の情報を本年度もさら
に追加、更新した。今後は、最新情報を
提供するためのデータの更新と広報が課
題である。 
 
F．健康危険情報 
 特記すべき事項なし 
 
G．研究発表 
１．論文発表 
（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 
１）東晴美 毛利育子 下野九里子 奥
野裕子 橘雅弥 和田和子 谷池雅子 
自閉症スペクトラム障害と診断された小
児の周産期の危険因子 日本未熟児新生
児学会雑誌 ２５巻２号 177-189 2013 
２）和田和子 染色体異常と先天異常症
候群の診療ガイド 出生後診断された先
天異常新生児の家族への対応 新生児科
医の対応 周産期医学 ４３巻３号 



 

330-332 2013 
 
２．学会発表 
１）平田克弥 坂野公彦 北畠康司 大
森早也佳  荒堀仁美 松浪桂 谷口英
俊 和田和子 大薗恵一 疾患特異的 
iPS 細胞を用いたダウン症候群の病態解
析（その１） 日本未熟児新生児学会 平
成２５年１１月３０日 金沢 
２）大森早也佳 坂野公彦 北畠康司  
平野克弥 荒堀仁美 松浪桂 谷口英俊 
和田和子 大薗恵一 疾患特異的 iPS 細
胞を用いたダウン症候群の病態解析（そ
の２） 日本未熟児新生児学会 平成２
５年１１月３０日 金沢 
３）坂野公彦 北畠康司 大森早也佳 
平野克弥 荒堀仁美 松浪桂 谷口英俊 
和田和子 大薗恵一 疾患特異的 iPS 細
胞を用いたダウン症候群の病態解析（そ
の３） 日本未熟児新生児学会 平成２
５年１１月３０日 金沢 
４）冬木真規子 荒堀仁美 谷口英俊 
松浪桂 和田和子 味村和哉 金川武司 
香川尚己 奈良啓悟 臼井規朗 多彩な
合 併 症 を 伴 い 治 療 に 難 渋 し た 
Jarco-Levin 症候群類縁疾患の一例 日
本周産期・新生児学会 平成２５年７月
１４日 横浜 
５）高橋良子 味村和哉 金川武司 澤
田真明 谷口友基子 遠藤誠之 松浪桂 
谷口英俊 荒堀仁美 和田和子 木村正 
日本周産期・新生児学会 平成２５年７
月１４日 横浜 
６）藤田聡子 柿野藍子 金澤智子 味
村和哉 谷口友基子 遠藤誠之 金川武
司 荒堀仁美 和田和子 木村正 日本
周産期・新生児学会 平成２５年７月１
４日 
７）和田和子 大学における若手周産期
専門医の育成 指導医の立場として 日
本周産期・新生児学会 平成２５年７月
１６日 横浜 
８）長谷川功 江原伯陽 金原洋治 田
和子 田村正徳  Fukuda Yasuko 日本小

児科学会 平成２５年４月２１日 広島 
 
H．知的財産権の出願・登録状況（予定含） 
  １．特許取得 なし 
  ２．実用新案登録 なし 
  ３．その他  なし



 

 
 
表１ アクセス数の推移 PC 版 
 

月 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ 

Top 1198 128 64 77 40 44 36 60 88 418 146 57 

施設検索 2162 309 448 641 321 369 302 699 998 3909 824 824 

合計 4087 537 585 808 418 463 373 887 1207 4548 2320 928 

 
表２ アクセス数の推移 スマートフォン版 
 

月 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ 

Top 118 62 81 129 125 69 68 93 79 82 55 39 

施設検索 441 323 599 946 824 550 395 483 420 464 285 284 

合計 647 437 757 1190 1073 675 538 657 550 601 394 357 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A．研究目的 
本分担研究では、地域において時間外に小

児救急医療を提供している医療機関に関す

る情報を容易に検索できる地図を作成し、

インターネットから一般に公開することを

目的として来た。 

 平成 24 年度の本分担研究では、まず、各

県単位で公開されている救急医療に関する

情報について精査を行った。この結果、各
県の救急医療情報サイトは小児の情報に
は特化しておらず、成人の救急医療も含
む全情報から小児関連の情報を抽出する
ことが非常に困難であることがわかった。
また、当該サイトから得られる情報は、
時間外の小児救急医療の応需体制を網羅

している場合もあったが、その一部のみ
しか提供されていない場合も見られた。 
 以上から、平成 25 年度の本分担研究で
は、まずは市民が当座受診することにな
る小児の１次救急診療施設の応需情報を
マップ化することとした。当該情報は県
単位で統括されており、全国マップ化に
際しては各都道府県と個別の折衝が必要
となる。このため、まずは当分担研究者
の所在地の静岡県においてマップ化を行
うこととした。 
 

B．研究方法 
 はじめに、静岡県の救急医療情報サイト

を運用している担当部署と協議し、県のウ

平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「地域における産科医、小児科医の実態把握に関する研究」 

分担研究報告書 

「      ウェブサイト「小児医療の広場」の作成と公開            

   〜時間外診療可能な小児医療施設に関する情報をリアルタイムで 

    ウェブサイト上に表示できるシステムの構築と試験運用         」 

 
研究分担者 植田 育也  静岡県立こども病院 小児集中治療センター 

研究要旨 
 平成 24 年度の本分担研究では、各県の救急医療情報サイトが小児の情報に特

化しておらず、成人の救急医療も含む全情報から小児関連の情報を抽出するこ

とが非常に困難であることがわかった。このため、平成 25 年度の本分担研究で

は、まずは市民が当座受診することになる小児の１次救急診療施設の情報のみ

を抽出してマップ化することとした。手始めとして、当分担研究者の所在地の

静岡県において当該研究を行った。 

 静岡県の救急医療情報サイトを運用している担当部署と協議し、県のウェブサ

イトで公開している情報から、小児の１次救急診療に関する情報の提供が可能と

なった。これを受けて県のシステム担当者と協議し、情報提供を受けるための自

動化アプリケーションを作成した。それにより、本研究班のウェブサイト上に表

示する情報の正確性と迅速性が担保されることとなった。 

 静岡県での試みが有用と評価されれば、今後は各県単位で小児の１次救急診

療施設の応需情報をマップ化し、これが全国に広がれば最終的には「小児救急

医療」に特化したシームレスな全国マップを構築することができる。 

 



 

ェブサイトで公開している情報から、小児
の１次救急診療に関する情報を提供するこ

とを実現した。 

 県の当該システムの担当者と協議し、上

記情報の提供を受けるための自動化アプリ

ケーションを作成した。 

 以上により、日にち、また時間単位で変

化する小児の1次救急診療施設の応需情報

をリアルタイムでグーグルマップ®上に表

示した。 

 完成したサイトを公開し、情報の正確性、

迅速性や、またサイトの利便性に関して検

討を加える予定とした。 

 (倫理面への配慮) 
 本研究は個人を特定するものではなく、

人権擁護等の倫理的問題は発生しない。  
 
C．研究結果 
 静岡県の救急医療情報サイトから、研
究班のウェブサイトへの情報提供が可能
となった。自動化されたアプリケーショ
ンを作成し、これにより県のシステムか
らの情報取得に成功した。小児の 1次救急

診療施設の応需情報をリアルタイムでグー

グルマップ®上に表示することができ、それ

を本研究班のウェブサイト上に表示した。 

 
D．考察 
 前年度の試験公開後、地域によっては
公開している情報の現状との不一致、ま
た陳腐化が指摘された。これを克服する
ため、まずは各県が責任を持ってウェブ
サイトで公開している救急医療情報をソ
ースとし、その中から小児の救急に関す
る情報を抽出することを基本とした。さ
らに、リアルタイム性を確保するため、
県が情報更新を行った際には迅速に本研
究班のサイトにもその更新が反映される
ように、自動化アプリケーションを作成
した。 
 以上により、本研究班のウェブサイト
上に表示する情報の正確性と迅速性が担
保されることとなった。 
 

E．結論 
 市民が当座受診することとなる小児の
１次救急診療施設の全国マップ化及びイ
ンターネット上の公開を試みた。 
 まずは静岡県において、上記の情報の
マップ化を行った。マップ化にあたって
は、県が公開している情報をソースとし、
自動化プログラムにより更新を反映させ
た。これにより情報の正確性と迅速性が
担保された。 
 静岡県での試みが有用と評価されれば、
今後は各県単位で小児の１次救急診療施
設の応需情報をマップ化し、これが全国
に広がれば最終的には「小児救急医療」
に特化したシームレスな全国マップを構
築することができる。 
 
F．健康危険情報 
 特記すべき事項なし 
 
G．研究発表 
１．論文発表 
 特記すべき事項なし 
２．学会発表 
 特記すべき事項なし 
 
H．知的財産権の出願・登録状況（予定含） 
１．特許取得  
 特記すべき事項なし 
２．実用新案登録 
 特記すべき事項なし 
３．その他   
 特記すべき事項なし



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A．研究目的 
「小児医療の広場」は小児医療について小

児医療者と保護者に対して情報提供を行う

目的で、とくに小児救急対応施設の全国マ

ップを提供している（図 1）。本研究では

「小児救急医療情報システムの評価」（文

献 1）を参考にして、小児救急医療施設の

情報提供について検討した。 
 

B．研究方法 
 2014年2～3月に、インターネット検索で、

各都道府県の小児救急医療情報提供を調査

した。厚生労働省HPの医療情報ネット（図2）

から検索した。医療情報ネットからの小児

救急医療機関検索が十分に可能か、小児に

特化した初期救急センター・休日夜間診療

所があるか、小児二次三次医療の情報提供

があるか、を調査した。 

 

 (倫理面への配慮) 
 本研究は個人を特定するものではなく、

人権擁護等の倫理的問題は発生しない。  
 
C．研究結果 
 医療情報ネット 47都道府県は、31県（66%）

が医療機能情報を主体とし（1型とする）、

16 県（34%）が医療機能情報と広域災害救

急医療情報システムを統合している（2 型

とする）の 2 種類がある。（以下、都道府

県は県と略す）1 型の 3 県は同県の広域災

害救急医療情報システムへリンクしている。

1 型の 31 県中 9 県（19%）では情報提供が

不十分で、同県の広域災害救急医療情報シ

ステムを新たにリンクすべきと判断された。

小児初期救急センター・小児初期急病診療

所などの小児に特化した一次救急医療体制

は 24 県（51%）で多少なりとも行なわれて

いた。それらには、広域大規模急患センタ

ー方式と二次病院併設型初期急患センター

方式の 2 つが見られた。保健医療計画・小

児救急医療体制の情報、すなわち小児二次

救急医療体制の情報を提供しているのは 28

県（60%）であった。 
 
D．考察 
 医療機能情報提供制度は開始して 8 年に

なるが、共通フォームがなく、都道府県ご

とにばらつきがある。小児救急医療情報の

提供は十分ではなく、初期救急医療体制の

小児への特化の試みは全国で 51%であった。

小児医療資源の不足から、24 時間対応が可

能な場合は限られており、広域大規模急患

センター方式と二次病院併設型初期急患セ

ンター方式の 2 方式による小児科医の集約

化が試みられている。小児医療圏は、行政

とずれがあって、隣接県の医療機関への受

診行動がみられることがある。そのため、

本研究のような全国的な情報提供の視点が

必要である。正確な最新の情報提供を行う

ためには、厚生労働省の医療情報ネット（図
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「地域における産科医、小児科医の実態把握に関する研究」 

分担研究報告書 

「小児救急医療機関情報の提供について」 

研究分担者 植田 育也  静岡県立こども病院 小児集中治療センター 

研究協力者 渡部 誠一 総合病院土浦協同病院 

研究要旨 
 2014 年 2～3月に、インターネット検索で、各都道府県の小児救急医療情報提

供を調査した。医療機能情報提供制度は開始して 8 年になるが、共通フォーム

がなく、都道府県ごとにばらつきがある。小児救急医療情報の提供は十分では

なく、初期救急医療体制の小児への特化の試みは全国で 51%にすぎなかった。小

児医療圏は、行政とずれがあって、隣接県の医療機関への受診行動がみられる

ことがある。そのため、一般市民もアクセス可能な全国的な情報提供の視点が

必要である。正確な最新の情報提供を行うためには、厚生労働省の医療情報ネ

ットの更新、都道府県救急医療情報提供システムの成熟が重要と考えられた。

小児救急医療情報提供はさらなる充実が必要である。 



 

2）の更新、都道府県救急医療情報提供シス

テムの成熟が重要と考えられた。 

 

E．結論 

 小児救急医療情報提供はさらなる充実が

必要である。 

 

F．健康危険情報 

 特記すべき事項なし 

 

G．研究発表 

１．論文発表 

 特記すべき事項なし 

２．学会発表 

 特記すべき事項なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定含） 

１．特許取得  

 特記すべき事項なし 

２．実用新案登録 

 特記すべき事項なし 

３．その他   

 特記すべき事項なし 

 
文献 1：渡部誠一、「小児救急医療情報シス

テムの評価」、小児救急電話相談の実施体制

および相談対応の充実に関する研究（保科

清）、2012 年 
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研究代表者 海野信也 

 
平成 25 年度分担研究課題成果報告書 

「産婦人科医師数の実態に関する研究」 

 
研究代表者 

北里大学医学部産婦人科学教授 海野 信也  
研究分担者 

東京女子医科大学総合母子医療センター教授 松田 義雄 

日本医科大学多摩永山病院教授 中井 章人  

日本医科大学講師 澤 倫太郎 

研究協力者 

愛和病院産婦人科 村上 真紀 
 

【研究の要旨】 
 日本産科婦人科学会の産婦人科医の新規入会者数の推移から、産婦人科を新たに専攻

する医師数の動向を検討した。その結果、全体としての入会者数・新規専攻医数は 2010
年度をピークに減少していることが明らかになった。 

 過去 3 年間の新規産婦人科専攻医の明らかな減少の原因としては、2010 年度に医師臨
床研修制度の見直しが行われ、産婦人科が必修診療科から選択必修に変更された結果、
研修医の時点で産婦人科診療現場に接する機会が減少したこと、産婦人科医の増加傾
向が報道される一方、産科医療の危機に関する報道が減少した結果、産婦人科医不足
という問題の重要性に対する社会的認識が薄らいできていること、医師不足に対する
危機感が他の外科系診療部門でも共有されるようになり、先行して対策を進めてきた
産婦人科領域の諸対策（医師不足キャンペーン、サマースクール、女性医師就労支援
策、等）を推進する動きが出ていること、一時的に増加していた産婦人科専攻医が大
都市圏に偏在した結果、一部の大都市圏や大学医局においては産婦人科医の充足感が
生まれ、それが研修医や医学生に対する働きかけに影響した可能性があること、産婦
人科医の勤務環境の改善が進まず現場に失望感が広まっている可能性があること等が
考えられる。 

 持続可能な地域産婦人科医療提供体制の構築のため、最低限の産婦人科医を確保する
ためには、大都市圏及びその周辺では、広域化による対策が有効である可能性が考え
られたが、大都市に隣接していない地域では、それぞれの地域で自立した産婦人科医
養成・確保システムが必要と考えられた。 

 日本産科婦人科学会の平成 25年度産婦人科意識動向調査の結果を分析した。その結果、
著しい人員不足の中で勤務している現場の産婦人科医にとっては産婦人科医、特に新
規産婦人科医の増加がきわめて重要であり、2010 年以降の新規専攻医の減少が、現場
の意識を著しく悪化させている現状が明らかになった。このような新規産婦人科医の
減少が、今後の産婦人科医療現場に与える影響が懸念される。 

 



 

【研究目的】

 産婦人科医の実態

性別年代別医師数の推移、②新規産婦人

科専攻医数の推移、③産婦人科専攻医研

修施設責任者を対象とした意識動向調

査結果分析を通じて分析すること。

【研究方法

 【日本産科婦人科学会員の構成の分析】

日本産科婦人科学会の会員数の年齢

別・性別分布を日本産科婦人科学会事務

局より提供されたデータをもとに、

2005

年間の推移について検討を行った。

 【日本産科婦人科学会の産婦人科医の

新規入会者数の年次推移の検討】

日本産科婦人科学会事務局より提供さ

れたデータをもとに、日本産科婦人科学

会の年度別入会者数（産婦人科医）

移について分析した

 【日本産科婦人科学会の都道府県別・

年齢層別会員数に関する検討】

日本産科婦人科学会事務局より提供さ

れたデータをもとに、日本産科婦人科学

会の都道府県別年齢層別会員数を分析

し、産婦人科医の地域偏在と高齢化問題

について検討した。

 【

婦人科意識動向調査の結果

公開されている日本産科婦人科学会の

平成

果

婦人科医の意識に与える影響について

検討した。

【結果】

 【



究目的】  

産婦人科医の実態

性別年代別医師数の推移、②新規産婦人

科専攻医数の推移、③産婦人科専攻医研

修施設責任者を対象とした意識動向調

査結果分析を通じて分析すること。

【研究方法】 

【日本産科婦人科学会員の構成の分析】

日本産科婦人科学会の会員数の年齢

別・性別分布を日本産科婦人科学会事務

局より提供されたデータをもとに、

2005 年度と

年間の推移について検討を行った。

【日本産科婦人科学会の産婦人科医の

新規入会者数の年次推移の検討】

日本産科婦人科学会事務局より提供さ

れたデータをもとに、日本産科婦人科学

会の年度別入会者数（産婦人科医）

移について分析した

【日本産科婦人科学会の都道府県別・

年齢層別会員数に関する検討】

日本産科婦人科学会事務局より提供さ

れたデータをもとに、日本産科婦人科学

会の都道府県別年齢層別会員数を分析

し、産婦人科医の地域偏在と高齢化問題

について検討した。

【日本産科婦人科学会の平成

婦人科意識動向調査の結果

公開されている日本産科婦人科学会の

平成 25 年度産婦人科意識動向調査の結

果を分析し、産婦人科医師数が現場の産

婦人科医の意識に与える影響について

検討した。 

【結果】 

【日本産科婦人科学会員の構成の分析】

 図 1 に

 

産婦人科医の実態について
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査結果分析を通じて分析すること。
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会の年度別入会者数（産婦人科医）

移について分析した。 
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科専攻医数の推移、③産婦人科専攻医研
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 図１と図

な変化が認められた。

 2005

上のピークは
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 2005

後半の

（当然のことながら）ややそ

の数を減らし、

移動した。

 2013

性医師が数的に優位である状

況が定着している

 2013

代でほぼ横ばいであり、男性

の新規専攻者の減少には歯止

めがかかっているようにも思

2013 年 11 月の時点の日本産

科婦人科学会会員数の分布を年齢

別性別に示した。

図１と図 2 を比較すると以下の様

な変化が認められた。

2005 年に認められた

上のピークは

められなくなった。

2005 年に認められた

後半のピークが

（当然のことながら）ややそ

の数を減らし、

移動した。 

2013 年には、

性医師が数的に優位である状

況が定着している

2013 年の男性医師数は

代でほぼ横ばいであり、男性

の新規専攻者の減少には歯止

めがかかっているようにも思

月の時点の日本産

科婦人科学会会員数の分布を年齢

別性別に示した。 

を比較すると以下の様

な変化が認められた。 

年に認められた 75

上のピークは 2013 年には認

められなくなった。 

年に認められた 50

ピークが 2013 年には

（当然のことながら）ややそ

の数を減らし、60 歳代前半に

 

年には、40 歳未満で女

性医師が数的に優位である状

況が定着している。 

年の男性医師数は

代でほぼ横ばいであり、男性

の新規専攻者の減少には歯止

めがかかっているようにも思

月の時点の日本産

科婦人科学会会員数の分布を年齢

を比較すると以下の様

75 歳以

年には認

50 歳代

年には

（当然のことながら）ややそ

歳代前半に

歳未満で女

性医師が数的に優位である状

年の男性医師数は 30 歳

代でほぼ横ばいであり、男性

の新規専攻者の減少には歯止

めがかかっているようにも思



 

 【日本産科婦人科学会の産婦人科医の

新規入会者



われる。

 2013

の医師数は、男性医師は若い

層で赤井らかに減少している

が、女性医師が大幅に増加し

たことにより、若年層でより

多くなっている傾向がある。

この傾向は

たく認められていない

間の産婦人科医を増やすため

の努力が一定の成果を上げて

いると考えられる。

 

【日本産科婦人科学会の産婦人科医の

新規入会者数の年次推移】

 図 3 に

の日本産科婦人科学会年度別入会

者数の年次推移を性別に示した。

初期臨床研修の必修化に伴って産

婦人科専攻医研修

減少した

2006 年

2008 年度以降、年々増加していた

入会者数は

ピークに

年度は

の 2 年間、

数も減少している。

われる。 

2013年の30歳から

の医師数は、男性医師は若い

層で赤井らかに減少している

が、女性医師が大幅に増加し

たことにより、若年層でより

多くなっている傾向がある。

この傾向は 2005

たく認められていない

間の産婦人科医を増やすため

の努力が一定の成果を上げて

いると考えられる。

【日本産科婦人科学会の産婦人科医の

数の年次推移】

に 2013 年 9 月末日の時点で

の日本産科婦人科学会年度別入会

者数の年次推移を性別に示した。

初期臨床研修の必修化に伴って産

婦人科専攻医研修開始者が著しく

減少した 2004-2005

年-2007 年の低迷期を経て、

年度以降、年々増加していた

入会者数は 2010 年度の

ピークに 2011年度は

年度は 420 名と減少に転じた。こ

年間、女性医師数も男性医師

数も減少している。

歳から50歳まで

の医師数は、男性医師は若い

層で赤井らかに減少している

が、女性医師が大幅に増加し

たことにより、若年層でより

多くなっている傾向がある。

2005 年にはまっ

たく認められていない。この

間の産婦人科医を増やすため

の努力が一定の成果を上げて

いると考えられる。 

【日本産科婦人科学会の産婦人科医の

数の年次推移】 

月末日の時点で

の日本産科婦人科学会年度別入会

者数の年次推移を性別に示した。

初期臨床研修の必修化に伴って産

開始者が著しく

2005 年度の後、

年の低迷期を経て、

年度以降、年々増加していた

年度の 491 名を

年度は 440名、2012

と減少に転じた。こ

女性医師数も男性医師

数も減少している。この傾向は、

3 

歳まで

の医師数は、男性医師は若い

層で赤井らかに減少している

が、女性医師が大幅に増加し

たことにより、若年層でより

多くなっている傾向がある。

年にはまっ

この

間の産婦人科医を増やすため

の努力が一定の成果を上げて

【日本産科婦人科学会の産婦人科医の

月末日の時点で

の日本産科婦人科学会年度別入会

者数の年次推移を性別に示した。

初期臨床研修の必修化に伴って産

開始者が著しく

年度の後、

年の低迷期を経て、

年度以降、年々増加していた

名を

2012

と減少に転じた。こ

女性医師数も男性医師

この傾向は、

2013年

ると考えられる。

 図 4 に

までの

時点の日本産科婦人科学会入会医

師数を示した。

時点での卒業年度別の会員数を示

した。

研修を開始するためにはその年度

の前半までに日産婦学会に入会し、

研修開始届を提出しなければな

ないという規定がある。

遅くなると専門医試験受検資格取

得が 1

人科を新規に専攻する医師の大多

数は、年度前半に学会に入会

いる。

の新規入会

程度となっている。

年度後半についても同程度の入会

が期待された。図５に示すように、

仮に 47

年度の新規産婦人科専攻医数は

年度と比較して、

とになる

31日の時点で、図

4ヶ月間の入会者数は

ず、より大幅な減少が起きると考

年9月末時点でも継続してい

ると考えられる。

に、2009 年度から

までの 9 月 30 日時点と

時点の日本産科婦人科学会入会医

師数を示した。2013

時点での卒業年度別の会員数を示

した。ある年度に産婦人科専攻医

研修を開始するためにはその年度

の前半までに日産婦学会に入会し、

研修開始届を提出しなければな

ないという規定がある。

遅くなると専門医試験受検資格取

1 年遅れてしま

人科を新規に専攻する医師の大多

数は、年度前半に学会に入会

。図 4 に示すように

の新規入会実績は

程度となっている。

年度後半についても同程度の入会

が期待された。図５に示すように、

47 名増加するとすれば、

年度の新規産婦人科専攻医数は

年度と比較して、

とになる。しかし、

日の時点で、図

ヶ月間の入会者数は

ず、より大幅な減少が起きると考

月末時点でも継続してい

ると考えられる。 

度から 2012

日時点と 3 月

時点の日本産科婦人科学会入会医

2013 年 2 月末日の

時点での卒業年度別の会員数を示

ある年度に産婦人科専攻医

研修を開始するためにはその年度

の前半までに日産婦学会に入会し、

研修開始届を提出しなければな

ないという規定がある。それより

遅くなると専門医試験受検資格取

年遅れてしまうため、産婦

人科を新規に専攻する医師の大多

数は、年度前半に学会に入会

に示すように年度後半

は 42 名から

程度となっている。このため、

年度後半についても同程度の入会

が期待された。図５に示すように、

名増加するとすれば、

年度の新規産婦人科専攻医数は

年度と比較して、11 名減少する

しかし、2014 年

日の時点で、図 6に示すように、

ヶ月間の入会者数は 18名にすぎ

ず、より大幅な減少が起きると考

月末時点でも継続してい

2012 年度

月 31 日

時点の日本産科婦人科学会入会医

月末日の

時点での卒業年度別の会員数を示

ある年度に産婦人科専攻医

研修を開始するためにはその年度

の前半までに日産婦学会に入会し、

研修開始届を提出しなければなら

それより

遅くなると専門医試験受検資格取

ため、産婦

人科を新規に専攻する医師の大多

数は、年度前半に学会に入会して

年度後半

名から 47 名

このため、2013

年度後半についても同程度の入会

が期待された。図５に示すように、

名増加するとすれば、2013

年度の新規産婦人科専攻医数は前

名減少するこ

年 1 月

に示すように、

名にすぎ

ず、より大幅な減少が起きると考



 





えざるを得ない状況にある。

 卒業年次別でみると、

降、明らかな頭打ち傾向が続いて

いたが、横ばいとも言える状況

った。しかし、図

2011 年度卒の入会者は

少ないと考えられる

 図 8 に卒業年次別の日本産科婦人

科学会入会者数と、その入会のタ

イミングを示した。

えざるを得ない状況にある。

卒業年次別でみると、

降、明らかな頭打ち傾向が続いて

いたが、横ばいとも言える状況

った。しかし、図 7 に示すように、

年度卒の入会者は

と考えられる

に卒業年次別の日本産科婦人

科学会入会者数と、その入会のタ

イミングを示した。

えざるを得ない状況にある。 

卒業年次別でみると、2007 年度以

降、明らかな頭打ち傾向が続いて

いたが、横ばいとも言える状況

に示すように、

年度卒の入会者は、明らかに

と考えられる。 

に卒業年次別の日本産科婦人

科学会入会者数と、その入会のタ

イミングを示した。2007 年度以降

4 

 

年度以

降、明らかな頭打ち傾向が続いて

いたが、横ばいとも言える状況だ

に示すように、

明らかに

に卒業年次別の日本産科婦人

科学会入会者数と、その入会のタ

年度以降

の 4 年間の傾向からは、卒業後

年目まで大部分が入会し、それ以

降の入会者は多くても

となっている。

4 学年では、卒後

名強が日産婦学会に入会して

が、2011

月末の時点で

それ以前の

会者が相当数減少する可能性が高

いと考えられ

 初期研修医の段階で、

では 88

名が早期入会したが、

ではそれが

も、この減少に関係していると考

えられ

者についても、

327 名、

あったのが、

31 日時点で

年の産婦人科医減少の傾向は明瞭

である

 さらに

日から

新規入会した医師は一人もい

った。これは

2010年度で

年間の傾向からは、卒業後

年目まで大部分が入会し、それ以

降の入会者は多くても

となっている。2007

学年では、卒後 3

名強が日産婦学会に入会して

2011 年度卒では、

月末の時点で 350

それ以前の 4 学年より最終的な入

会者が相当数減少する可能性が高

いと考えられる。

初期研修医の段階で、

88 名が、2010

名が早期入会したが、

ではそれが 63 名に減少したこと

も、この減少に関係していると考

えられる。しかし、

者についても、2007

名、341 名、323

あったのが、2011

日時点で 286 名であり、この学

年の産婦人科医減少の傾向は明瞭

である。 

さらに 2011 年度卒では、

日から 1月 31日までの

新規入会した医師は一人もい

。これは 2009

年度で 3名が

年間の傾向からは、卒業後

年目まで大部分が入会し、それ以

降の入会者は多くても 50 名程度

2007 年度卒以降の

3 年目までに

名強が日産婦学会に入会して

年度卒では、3 年目の

350 名程度であり、

学年より最終的な入

会者が相当数減少する可能性が高

。 

初期研修医の段階で、2009 年度卒

2010 年度卒では

名が早期入会したが、2011 年度卒

名に減少したこと

も、この減少に関係していると考

。しかし、3 年目の入会

2007 年度卒以降、

323 名、314

2011 年度卒では

名であり、この学

年の産婦人科医減少の傾向は明瞭

年度卒では、10

日までの 4ヶ月間に

新規入会した医師は一人もい

2009 年度卒で 5

名が 3年目の年度後

年間の傾向からは、卒業後 3

年目まで大部分が入会し、それ以

名程度

年度卒以降の

年目までに 400

名強が日産婦学会に入会していた

年目の 1

名程度であり、

学年より最終的な入

会者が相当数減少する可能性が高

年度卒

年度卒では 92

年度卒

名に減少したこと

も、この減少に関係していると考

年目の入会

年度卒以降、

314 名で

年度卒では 1 月

名であり、この学

年の産婦人科医減少の傾向は明瞭

10 月 1

ヶ月間に

新規入会した医師は一人もいなか

5 名、

年目の年度後



 



 【日本産科婦人科学会の都道府県別・

年齢層別会員数に関する検討】



半に新規入会していることと比べ

ても少ないと

 2013 年度の初期研修医段階での

早期入会者数は、

で一年目

計 50 名

以降、65

67 名、

最低の数値となると考えられ

 

【日本産科婦人科学会の都道府県別・

年齢層別会員数に関する検討】

 図 9 に都道府県の日本産科婦人科

学会の会員数を人口

りの数値として示した。

では、人口

科医数は

いのは東京都、徳島県、鳥取県、

大阪府、沖縄県、宮城県であり、

半に新規入会していることと比べ

ても少ないと言わざるを得

年度の初期研修医段階での

早期入会者数は、1

で一年目 21 名、二年目

名だった。これは

65 名、74 名、

名、65 名と経過してきた中で、

最低の数値となると考えられ

【日本産科婦人科学会の都道府県別・

年齢層別会員数に関する検討】

に都道府県の日本産科婦人科

学会の会員数を人口

りの数値として示した。

では、人口 10 万人あたりの産婦人

科医数は 12.7 名となっている。多

いのは東京都、徳島県、鳥取県、

大阪府、沖縄県、宮城県であり、

半に新規入会していることと比べ

言わざるを得ない

年度の初期研修医段階での

1 月 31 日の時点

名、二年目 29 名の合

。これは 2007 年度

名、75 名、99 名、

名と経過してきた中で、

最低の数値となると考えられる

【日本産科婦人科学会の都道府県別・

年齢層別会員数に関する検討】 

に都道府県の日本産科婦人科

学会の会員数を人口 10 万人あた

りの数値として示した。全国平均

万人あたりの産婦人

となっている。多

いのは東京都、徳島県、鳥取県、

大阪府、沖縄県、宮城県であり、

5 

半に新規入会していることと比べ

ない。 

年度の初期研修医段階での

日の時点

名の合

年度

名、

名と経過してきた中で、

る。 

【日本産科婦人科学会の都道府県別・

に都道府県の日本産科婦人科

万人あた

全国平均

万人あたりの産婦人

となっている。多

いのは東京都、徳島県、鳥取県、

大阪府、沖縄県、宮城県であり、

仮に 10

少ない」とすると、岩手県、福島

県、茨城県、埼玉県、千葉県がそ

れに該当する

 図 9 に示したデータをより詳細に

年齢層別に図

た。日産婦学会会員の中で

上の会員

道府県別にみると、

から

い幅に分布している

 図 11

県、新潟県、石川県、岐阜県、和

歌山県、高知県、熊本県

婦学会会員の

30％以上

ている。

 都道府県における比較的若年層の

産婦人科医の状況を概観する目的

10 名未満のところを「異常に

少ない」とすると、岩手県、福島

県、茨城県、埼玉県、千葉県がそ

れに該当することにな

に示したデータをより詳細に

年齢層別に図 10

日産婦学会会員の中で

上の会員は 24％を占めてい

道府県別にみると、

から 34％の石川県まで比較的広

い幅に分布している

11 に示すように、

県、新潟県、石川県、岐阜県、和

歌山県、高知県、熊本県

婦学会会員の 65

％以上という比較的高率を示し

ている。 

都道府県における比較的若年層の

産婦人科医の状況を概観する目的

名未満のところを「異常に

少ない」とすると、岩手県、福島

県、茨城県、埼玉県、千葉県がそ

ことになる。 

に示したデータをより詳細に

10 及び図 11 に示し

日産婦学会会員の中で 65

％を占めている

道府県別にみると、17％の秋田県

％の石川県まで比較的広

い幅に分布していることがわか

示すように、福島県、埼玉

県、新潟県、石川県、岐阜県、和

歌山県、高知県、熊本県では

65 歳以上である率

という比較的高率を示し

都道府県における比較的若年層の

産婦人科医の状況を概観する目的

名未満のところを「異常に

少ない」とすると、岩手県、福島

県、茨城県、埼玉県、千葉県がそ

 

に示したデータをより詳細に

に示し

65 歳以

る。都

％の秋田県

％の石川県まで比較的広

ことがわかる。 

福島県、埼玉

県、新潟県、石川県、岐阜県、和

では日産

歳以上である率

という比較的高率を示し

都道府県における比較的若年層の

産婦人科医の状況を概観する目的



 





で、図

30 歳代の日産婦学会会員数を示

した。人口

の2.85と比較して

宮城、栃木、東京、富山、京都、

大阪、鳥取、徳島、福岡、沖縄で

あり、少なめのところは、福島、

埼玉、岐阜、三重、香川であ

 地域の産婦人科医療の将来像をイ

メージする目的で、図

10 万人あたりの産婦人科医数を

横軸に、産婦人科医のなかで

以上の医師が占める割合を縦軸に

プロットした。

人科医数が少なく、高齢化率が高

く、30

という点で、福島、埼玉、岐阜の

状況は特に

 図 13 上に

科医数、

割合について

くと、図

される。

第 2 象限は東京、大阪等が位置す

る人口あたり産婦人科医が平均以

上で、高齢化率は平均以下という

産婦人科医療提供の持続可能性が

比較的高い都道府県と考えられ、

で、図 12 に人口 10

歳代の日産婦学会会員数を示

人口 10 万人あたり全国平均

と比較して多めのところは、

宮城、栃木、東京、富山、京都、

大阪、鳥取、徳島、福岡、沖縄で
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 表 2－表

去 6 回の日本産科婦人科学会産婦

人科動向

示した。この調査は、産婦人科専

門医制度研修指導施設の責任者を

対象として、

婦人科全体の状況」及び「自施設

産婦人科の状況」について意見を

5 段階評価でたずね、そう考える

理由を自由

形式で、毎年同じ時期に行ってい

るもので、

66％だった

 図 15 に示されているように、「全

体としての産婦人科の状況」が

年前と比べて、「良くなっている」

あるいは

と回答した割合は、

産婦人科意識動向調査の結果の分析】

－表 5、図 15
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門医制度研修指導施設の責任者を

対象として、1 年前と比較して「産
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段階評価でたずね、そう考える
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合から「悪くなっている」「少し悪

くなっている」と回答した割合を
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減少傾向にあり、特に

どちらもマイナスに転じ、調査を

開始した

てしまった。
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査が、若い医師を指導する立場の

産婦人科専門医研修指導施設の産

婦人科責任者を対象としているこ

とを勘案する必要はあるが、現場

の産婦人科医の現状認識に関係す

る最も大きな要素は、それぞれの

理由として多いものが「志望者増」

「人員増」「新入局者増」「産婦人

科医師数減」「産婦人科医不足・減

少」であることからも明らかなよ

うに、産婦人科医、特に若

人科医の数であることが示された。

 

 地域ごとの
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傾向は一定しており、産婦人科医

を増やす努力、産婦人科医の地域

偏在対策、女性医師の勤務環境整

備、勤務医の待遇・労働条件改善

に向けた対応を求める意見が多か

日本産科婦人科学会員の構成の分析

9 

北海道以外

の地域ではいずれも動向指数はマ

イナスになっており、前年に比べ

て「悪化」と回答した指導医が多

 

に「学会として取り組むべき

優先課題」という自由回答の設問

年度調

査の結果をまとめた、基本的には

傾向は一定しており、産婦人科医

を増やす努力、産婦人科医の地域

偏在対策、女性医師の勤務環境整

備、勤務医の待遇・労働条件改善

に向けた対応を求める意見が多か

日本産科婦人科学会員の構成の分析】 

 

 2005

若年層における

増加傾向は、

着した。その一方男性医師の著し

い減少は、

代男性医師数をみる範囲では、歯

止めがかかっているようにも思わ

れる。その結果として、

時点で産婦人科医師数は

から 40

人数が多くなっている傾向が認め

られる。

 このような傾向が産婦人科医療現

場に与えている影響について考察

する際には、今回提供を受けたデ

ータは「日本産科婦人科学会員」

の数であり、現場で実際に診療に

従事する産婦人科医数のデータで

はないことに留意する必要がある。

「女性医師の数的優位の確立」は、

特に若年層で著明であり、出産、

育児のための休職者や「常勤職と

しての勤務のできない医師」は、

当然増加していると考えられる。

 「50

大傾向

つながっている可能性も考えられ

るが、今回のデータはあくまでも

全国集計であり、

より詳細なデータに基づく分析が

必要である。

 

 【日本産科婦人科学会の産婦人科医の

新規入会者数の年次推移の検討

 日本産科婦人科学会の産婦人科医

の新規入会者数

2005 年に認められた産婦人科医

若年層における女性

増加傾向は、2013

した。その一方男性医師の著し

い減少は、2013 年における

代男性医師数をみる範囲では、歯

止めがかかっているようにも思わ

れる。その結果として、

時点で産婦人科医師数は

40 歳代において、若年層ほど

人数が多くなっている傾向が認め

られる。 

このような傾向が産婦人科医療現

場に与えている影響について考察

する際には、今回提供を受けたデ

ータは「日本産科婦人科学会員」

の数であり、現場で実際に診療に

従事する産婦人科医数のデータで

はないことに留意する必要がある。

「女性医師の数的優位の確立」は、

特に若年層で著明であり、出産、

育児のための休職者や「常勤職と

しての勤務のできない医師」は、

当然増加していると考えられる。

50 歳未満の層における数的増

大傾向」は、現場の状況の改善に

つながっている可能性も考えられ

るが、今回のデータはあくまでも

全国集計であり、

より詳細なデータに基づく分析が

必要である。 

日本産科婦人科学会の産婦人科医の

新規入会者数の年次推移の検討

日本産科婦人科学会の産婦人科医

の新規入会者数の推移から、産婦

年に認められた産婦人科医

女性医師の著しい

2013 年には完全に定

した。その一方男性医師の著し

年における

代男性医師数をみる範囲では、歯

止めがかかっているようにも思わ

れる。その結果として、2013

時点で産婦人科医師数は 30

歳代において、若年層ほど

人数が多くなっている傾向が認め

このような傾向が産婦人科医療現

場に与えている影響について考察

する際には、今回提供を受けたデ

ータは「日本産科婦人科学会員」

の数であり、現場で実際に診療に

従事する産婦人科医数のデータで

はないことに留意する必要がある。

「女性医師の数的優位の確立」は、

特に若年層で著明であり、出産、

育児のための休職者や「常勤職と

しての勤務のできない医師」は、

当然増加していると考えられる。

歳未満の層における数的増

、現場の状況の改善に

つながっている可能性も考えられ

るが、今回のデータはあくまでも

全国集計であり、結論を導くには

より詳細なデータに基づく分析が

日本産科婦人科学会の産婦人科医の

新規入会者数の年次推移の検討】

日本産科婦人科学会の産婦人科医

の推移から、産婦

年に認められた産婦人科医

医師の著しい

には完全に定

した。その一方男性医師の著し

年における 30 歳

代男性医師数をみる範囲では、歯

止めがかかっているようにも思わ

2013 年の

30 歳代

歳代において、若年層ほど

人数が多くなっている傾向が認め

このような傾向が産婦人科医療現

場に与えている影響について考察

する際には、今回提供を受けたデ

ータは「日本産科婦人科学会員」

の数であり、現場で実際に診療に

従事する産婦人科医数のデータで

はないことに留意する必要がある。

「女性医師の数的優位の確立」は、

特に若年層で著明であり、出産、

育児のための休職者や「常勤職と

しての勤務のできない医師」は、

当然増加していると考えられる。 

歳未満の層における数的増

、現場の状況の改善に

つながっている可能性も考えられ

るが、今回のデータはあくまでも

結論を導くには

より詳細なデータに基づく分析が

日本産科婦人科学会の産婦人科医の

】 

日本産科婦人科学会の産婦人科医

の推移から、産婦
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人科を新たに専攻する医師数の動

向を検討した。 

 全体としての入会者数・新規専攻

医数は 2010 年度をピークに減少

した。 

 日産婦学会では 2007 年度にサマ

ースクールを開始し、新規産婦人

科専攻医 500 名を目指す Project 

500 を発表した。その後 2008 年度

から 2010 年度まで、新規入会者が

漸増していたが、2011 年度以降は

に減少に転じている。 

 原因は明らかでないが女性の入会

者数は 2010 年度卒以降、明らかな

減少が認められている。 

 また 2011 年度卒以降では早期入

会の明らかな減少が認められてい

る。 

 図 6 に示されている過去 3 年間の

新規産婦人科専攻医の明らかな減

少の原因としては、2010 年度に医

師臨床研修制度の見直しが行われ、

産婦人科が必修診療科から選択必

修に変更された結果、研修医の時

点で産婦人科診療現場に接する機

会が減少したこと、産婦人科医の

増加傾向が報道される一方、産科

医療の危機に関する報道が減少し

た結果、産婦人科医不足という問

題の重要性に対する社会的認識が

薄らいできていること、医師不足

に対する危機感が他の外科系診療

部門でも共有されるようになり、

先行して対策を進めてきた産婦人

科領域の諸対策（医師不足キャン

ペーン、サマースクール、女性医

師就労支援策、等）を推進する動

きが出ていること、一時的に増加

していた産婦人科専攻医が大都市

圏に偏在した結果、一部の大都市

圏や大学医局においては産婦人科

医の充足感が生まれ、それが研修

医や医学生に対する働きかけに影

響した可能性があること、産婦人

科医の勤務環境の改善が進まず現

場に失望感が広まっている可能性

があること等が考えられる。 

 2011 年度卒の産婦人科医の数は

2006 年度卒の水準（400 名程度）

に戻っている。日本産科婦人科学

会の「産婦人科医療改革 2010」で

分析されているように、産婦人科

医療の安定的提供には、高次施設

の集約化を行った上で、少なくと

も 500 名が産婦人科医になる必要

がある。このままでは、純粋に人

的な要因で、地域の分娩環境を確

保し、産婦人科医療水準を維持す

ることができなくなることは確実

と考えられる。 

 産婦人科新規専攻医数が再び増加

させるためには、これまで続けて

きた産婦人科医療確保のための支

援策を継続することだけでは不十

分であり、新たな対策に取り組む

必要があると考えられた。 

 【日本産科婦人科学会の都道府県別・

年齢層別会員数に関する検討】 

 産婦人科医の実労働力を考える際

には、若年層では性別が重要な因

子となるが、年齢要因も重要と考

えられ、地域ごとの高齢化率につ
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いて検討を行った。65 歳以上の産

婦人科医は全国平均では 24％を

占めているが、地域差が大きく最

も低い秋田県で 17％、最も高い石

川県で 34％だった。 

 図 13 に示すように人口あたりの

産婦人科医数は東京と徳島を除く

と、地域差はそれほど大きくない

印象があるが、産婦人科医療提供

体制の持続可能性という観点から

は、危機が起きる可能性のある地

域として、高齢化率が高い岐阜、

福島、埼玉が対策を検討すべき対

象と考えられた。 

 図14で第2象限にプロットされた

県について、第 1 または第 4 象限

にプロットされる都府県に隣接す

る地域とグループ化する可能性を

検討した。地勢上の諸要因を無視

した非常に恣意的なまとめ方では

あるが、表 1 に示すように、南関

東 4 都県、あるいは近畿の 4 府県

を全体としてみれば、産婦人科医

の分布は全国平均に近くなること

がわかった。また東北 4 県、四国

4 県については、医師数について

は全国平均に近くはなるものの、

高齢化率において高値を示し、若

年層が少ないという点で、現状の

ままでは持続可能な体制整備は厳

しいと考えられる。 

 産婦人科医の絶対的不足に対して、

すべての地域で、完全な充足を図

るためには、膨大なコストを覚悟

する必要がある。しかし、地域に

よっては、対象とする地域を拡大

し、隣接するより医師数の多い地

域と一体的な医療提供体制を構築

することで一定の解決の方向性を

示すことも可能と考えられる。今

回の検討では、医療資源の豊富な

東京、大阪を含む南関東 4 都県、

近畿 4 府県については、そのよう

な対策が有効である可能性が考え

られた。しかし、地勢上の困難を

考慮しないとしても、宮城を中心

とする 4 県や四国 4 県では、有効

とは考えにくいという結果になっ

た。また、周辺に比較的医師数の

多い大都市がない石川や新潟、茨

城については、自立した医師確保

システムの構築が必要と考えられ

た。また、岐阜・愛知・三重・静

岡の東海 4 県については、医師数

がいずれも全国平均に達しておら

ず、広域化が有効に機能するとは

考えにくい。 

 持続可能な地域産婦人科医療提供

体制の構築のため、最低限の産婦

人科医を確保するためには、大都

市圏及びその周辺では、広域化に

よる対策が有効である可能性が考

えられたが、大都市に隣接してい

ない地域では、それぞれの地域で

自立した産婦人科医養成・確保シ

ステムが必要と考えられた。 

 【日本産科婦人科学会の平成 25 年度

産婦人科意識動向調査の結果の分析】 

 この調査の結果から、現場の産婦

人科医の現状認識が、現場の産婦

人科医数、特に若い医師の数に強

く関係していることが明確に示さ
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れた。 

 このような単純な関係が成立する

最大の理由は、現場の産婦人科医

の絶対数が不足状態とぎりぎりの

充足状態との間に存在し、わずか

な変動が、現場の負担感に大きく

影響するためと考えられる。 

 現場の医師にとってはそれはまず

自施設の状況によって敏感に認識

され、それが継続拡大するにつれ

て一般化されていくものと考えら

れた。 

 第一線の産婦人科医の産婦人科の

現状についての認識は、2010 年を

ピークとして、3年連続で悪化し、

調査を開始した 2008 年のレベル

と同等の水準に戻ってしまってい

た。 

 その理由としては、産婦人科医の

不足・減少、地域格差の拡大があ

げられている。これは産婦人科新

規専攻医の増加が 2010 年まで続

いた後、減少に転じていること、

そして増加した医師の多くが大都

市圏に集中していることと密接に

関係していると考えられた。 

 今回はじめて、優先課題として勤

務医の待遇・労働条件の改善より

も医学生・研修医対策をあげる意

見が多くなっており、産婦人科医

不足に関する現場の危機意識の高

まりを反映していると考えられた。 

 具体的な優先課題としては、これ

までの調査同様、産婦人科医をふ

やす努力、地域偏在対策、女性医

師の勤務環境整備、勤務医の待遇

改善、勤務医の労働条件改善が上

位を占めた。 

 

【結論】 

 

 日本産科婦人科学会の産婦人科医の新

規入会者数の推移から、産婦人科を新

たに専攻する医師数の動向を検討した。

その結果、全体としての入会者数・新

規専攻医数は 2010 年度をピークに減

少していることが明らかになった。 

 過去 3 年間の新規産婦人科専攻医の明

らかな減少の原因としては、2010 年度

に医師臨床研修制度の見直しが行われ、

産婦人科が必修診療科から選択必修に

変更された結果、研修医の時点で産婦

人科診療現場に接する機会が減少した

こと、産婦人科医の増加傾向が報道さ

れる一方、産科医療の危機に関する報

道が減少した結果、産婦人科医不足と

いう問題の重要性に対する社会的認識

が薄らいできていること、医師不足に

対する危機感が他の外科系診療部門で

も共有されるようになり、先行して対

策を進めてきた産婦人科領域の諸対策

（医師不足キャンペーン、サマースク

ール、女性医師就労支援策、等）を推

進する動きが出ていること、一時的に

増加していた産婦人科専攻医が大都市

圏に偏在した結果、一部の大都市圏や

大学医局においては産婦人科医の充足

感が生まれ、それが研修医や医学生に

対する働きかけに影響した可能性があ

ること、産婦人科医の勤務環境の改善

が進まず現場に失望感が広まっている

可能性があること等が考えられる。 
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 持続可能な地域産婦人科医療提供体制

の構築のため、最低限の産婦人科医を

確保するためには、大都市圏及びその

周辺では、広域化による対策が有効で

ある可能性が考えられたが、大都市に

隣接していない地域では、それぞれの

地域で自立した産婦人科医養成・確保

システムが必要と考えられた。 

 日本産科婦人科学会の平成 25 年度産

婦人科意識動向調査の結果を分析した。

その結果、著しい人員不足の中で勤務

している現場の産婦人科医にとっては

産婦人科医、特に新規産婦人科医の増

加がきわめて重要であり、2010 年以降

の新規専攻医の減少が、現場の意識を

著しく悪化させている現状が明らかに

なった。このような新規産婦人科医の

減少が、今後の産婦人科医療現場に与

える影響が懸念される。 

 

【研究成果の発表】 なし。 

 

【参考文献】 
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平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「地域における産科医、小児科医の実態把握に関する研究」 
 

分担研究報告書 

周産期医療機関の診療状況（医療資源・治療体制・教育体制） 
に関する研究 

          研究分担者  松田 義雄 （国際医療福祉大学病院産婦人科） 

          研究協力者  鈴木  真 （亀田総合病院周産期医療センター） 

                 

 

 

A. 研究目的 

具体的な医療資源の指標と診療過程の指標に

ついて調査することにより、わが国における周

産期医療の質の評価を試みる。 

 

B. 研究方法  

全国周産期医療協議会（以下 MFICU 連絡協議

会）のメーリングリストを利用して、診療バリ

エーションに関するアンケート調査を行った。 

 

C. 研究結果 

91 の総合周産期母子医療センターのうち、51

（56%）施設から回答を得た。 

  

研究要旨 

周産期医療の質の評価のために必要な臨床指標について検討を行った。 

医療の質の指標は構造・過程・結果の 3つに分類され、評価される。構造の評価は第三者機関

評価で多く取り入れられ、過程、結果の評価は、医学的評価で多く用いられている。過程の指標

である診断、治療介入を適切に評価することが結果改善のためには有用であり、指標評価により

問題点を明らかにして改善策を提示することができる。 

 周産期領域ではこれまで主として構造指標の一部のみが検討対象となってきているが、今後

は、地域における医療の質の向上のために、客観的な評価方法の構築が必要と考えられる。 

前年度は、医療の質の評価のための構造指標、過程指標の検討を行い、周産期領域における医

療の質の評価のために情報を収集すべき指標を整理することができた。 

平成 25 年度は、具体的な医療資源の指標と診療過程の指標について調査することにより、わ

が国における周産期医療の質の評価を試みた。その結果、わが国における現時点での診療内容が

わかり、総合周産期母子医療センター間でのバリエーションが大きいことが判明した。このバリ

エーションは児の予後に影響を及ぼしている可能性があり、またそれに伴う医療資源の増大、医

療費の増加につながっていることも否定できない。それぞれの施設の医療資源の充足度により変

化する因子が影響している可能性の検討も必要であり、バリエーションが大きい原因について検

討する必要があると考えられた。 



１．予定帝王切開の時期

骨盤位帝王切開、既往帝王切開の予定帝王切開

の時期は妊娠

く、次いで

37 週が最も多く、次いで

双胎妊娠では膜性の違いなど様々な因子が関

連するため回答が少なかったが、妊娠

73%と最も多く、次いで妊娠

 

２．超緊急帝王切開決定から執刀までに要する

時間 

産科、麻酔科など手術に関わる職種の緊急時の

対応体制を図る指標として検討した。

日中では

切開が開始されていたが、夜間では

は 63%と低下していた。
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双胎妊娠では膜性の違いなど様々な因子が関

連するため回答が少なかったが、妊娠

と最も多く、次いで妊娠

２．超緊急帝王切開決定から執刀までに要する

産科、麻酔科など手術に関わる職種の緊急時の

対応体制を図る指標として検討した。

日中では 88%の施設において

切開が開始されていたが、夜間では

と低下していた。

１．予定帝王切開の時期 
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週であった。前置胎盤では妊娠

週が最も多く、次いで 36 週となっていた、

双胎妊娠では膜性の違いなど様々な因子が関

連するため回答が少なかったが、妊娠

と最も多く、次いで妊娠 37

２．超緊急帝王切開決定から執刀までに要する

産科、麻酔科など手術に関わる職種の緊急時の

対応体制を図る指標として検討した。

の施設において 30

切開が開始されていたが、夜間では

と低下していた。 

骨盤位帝王切開、既往帝王切開の予定帝王切開

週がそれぞれ 81%、76%と多

週であった。前置胎盤では妊娠

週となっていた、

双胎妊娠では膜性の違いなど様々な因子が関

連するため回答が少なかったが、妊娠 36 週が

37 週であった。

２．超緊急帝王切開決定から執刀までに要する

産科、麻酔科など手術に関わる職種の緊急時の

対応体制を図る指標として検討した。 

30 分未満で帝王

切開が開始されていたが、夜間では 30 分未満

 

骨盤位帝王切開、既往帝王切開の予定帝王切開

と多

週であった。前置胎盤では妊娠

週となっていた、

双胎妊娠では膜性の違いなど様々な因子が関

週が

週であった。 

２．超緊急帝王切開決定から執刀までに要する

産科、麻酔科など手術に関わる職種の緊急時の

 

分未満で帝王

分未満

３．出生前コルチコステロイド投与

投与開始週数は

始しており、最終投与週数は妊娠

と最も多く、妊娠

薬剤は

 

４．切迫早産治療

塩酸リトドリン、硫酸マグネシウムは全施設で

使用されているが、

ウムチャンネルブロッカーは

設でのみ使用されていた。

 

５．前期破水

分娩介入時期

予防的抗菌薬投与は

preterm/term

行されている。しかし、

３．出生前コルチコステロイド投与

投与開始週数は

始しており、最終投与週数は妊娠

と最も多く、妊娠

薬剤は 88%がベタメサゾンであった。

４．切迫早産治療

塩酸リトドリン、硫酸マグネシウムは全施設で

使用されているが、

ウムチャンネルブロッカーは

設でのみ使用されていた。

５．前期破水における予防的抗菌剤投与および

分娩介入時期 

予防的抗菌薬投与は

preterm/term では

行されている。しかし、

３．出生前コルチコステロイド投与

投与開始週数は 69%が妊娠

始しており、最終投与週数は妊娠

と最も多く、妊娠 34 週が

がベタメサゾンであった。

４．切迫早産治療 

塩酸リトドリン、硫酸マグネシウムは全施設で

使用されているが、NSAID

ウムチャンネルブロッカーは

設でのみ使用されていた。

における予防的抗菌剤投与および

 

予防的抗菌薬投与は preterm

では 80%を超える施設において施

行されている。しかし、term

３．出生前コルチコステロイド投与 

が妊娠 22 週から投与を開

始しており、最終投与週数は妊娠 33 週が

週が 33%であった。使用

がベタメサゾンであった。

塩酸リトドリン、硫酸マグネシウムは全施設で

NSAIDｓは 27%、カルシ

ウムチャンネルブロッカーは 32%と一部の施

設でのみ使用されていた。 

における予防的抗菌剤投与および

preterm では 95%

を超える施設において施

term では 20%

 

 

週から投与を開

週が 61%

であった。使用

がベタメサゾンであった。 

塩酸リトドリン、硫酸マグネシウムは全施設で

、カルシ

と一部の施

における予防的抗菌剤投与および

 

95%、late 

を超える施設において施

20%弱の施



設で予防投与を施行していないということも

示された。分娩介入については

が可及的速やかに、

可能な限り待機という結果であった。

ではほとんどの施設が可能な限り待機との方

針であった。

 

６．分娩時の標準的感染

分娩時の標準感染防護策では手袋は

されているが、シールドやマスクの装着率は低

率であった。

 

７．周産期医療に関する教育体制

周産期医療に関わる研修については研修会、研

究会、医療安全研修、新生児蘇生法講習会につ

いては多くの施設で行われている。一方、産科

救急対応は

設で予防投与を施行していないということも

示された。分娩介入については

が可及的速やかに、

可能な限り待機という結果であった。

ではほとんどの施設が可能な限り待機との方

針であった。 

６．分娩時の標準的感染

分娩時の標準感染防護策では手袋は

されているが、シールドやマスクの装着率は低

率であった。 

周産期医療に関する教育体制

周産期医療に関わる研修については研修会、研

究会、医療安全研修、新生児蘇生法講習会につ

いては多くの施設で行われている。一方、産科

救急対応は 27%程度しか行われていなかった。

設で予防投与を施行していないということも

示された。分娩介入については

が可及的速やかに、75%が 24 時間待機、

可能な限り待機という結果であった。

ではほとんどの施設が可能な限り待機との方

６．分娩時の標準的感染予防策

分娩時の標準感染防護策では手袋は

されているが、シールドやマスクの装着率は低

周産期医療に関する教育体制

周産期医療に関わる研修については研修会、研

究会、医療安全研修、新生児蘇生法講習会につ

いては多くの施設で行われている。一方、産科

程度しか行われていなかった。

設で予防投与を施行していないということも

示された。分娩介入については term では 17%

時間待機、8%

可能な限り待機という結果であった。Preterm

ではほとんどの施設が可能な限り待機との方

予防策 

分娩時の標準感染防護策では手袋は 100%到着

されているが、シールドやマスクの装着率は低

周産期医療に関する教育体制 

周産期医療に関わる研修については研修会、研
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いては多くの施設で行われている。一方、産科

程度しか行われていなかった。

設で予防投与を施行していないということも

17%

8%が
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ではほとんどの施設が可能な限り待機との方

 

到着

されているが、シールドやマスクの装着率は低

 

周産期医療に関わる研修については研修会、研

究会、医療安全研修、新生児蘇生法講習会につ

いては多くの施設で行われている。一方、産科

程度しか行われていなかった。 

 

D．考察

再び産婦人科医師数が減少していることが報

告され、マ

しかしながら、

産褥婦

時に最適な周産期母子医療センター

れ可能な診療

も標準的な医療が提供されること

られている。

 場所を問わず、ある程度の標準的な医療を提

供していることを検討するためには、

療状況（医療資源・治療体制・教育体制）を把

握することが必要である。

握する

と教育体制）、

そして

評価が必要となる。これを周産期センターに当

てはめてみると、医療資源（

療科

資格保持率、

救急対応トレーニング

の取得状況

率、

陰切開率

出適応

た時間、

して予後（

周産期死亡率、新生児死亡率、早産率、

入室率、

37

の項目が選択される。

これらの項目から

期医療センターにおける

について調査をした。

ACOG

November 2013)

．考察 

再び産婦人科医師数が減少していることが報

告され、マンパワー不足が懸念され始めている。

しかしながら、

産褥婦へ適切な医療を提供するためには、急変

時に最適な周産期母子医療センター

れ可能な診療体制を構築する

も標準的な医療が提供されること

られている。 

場所を問わず、ある程度の標準的な医療を提

供していることを検討するためには、

療状況（医療資源・治療体制・教育体制）を把

握することが必要である。

握するためには

と教育体制）、

そして Quality indicator

評価が必要となる。これを周産期センターに当

てはめてみると、医療資源（

療科、検査）、教育体制（

資格保持率、チームワーク研修実施状況

救急対応トレーニング

の取得状況など

率、リンデロン投与率

陰切開率、輸血入手にかかる時間

出適応、緊急帝王切開決定から手術開始に要し

た時間、手術時

して予後（早産率、

周産期死亡率、新生児死亡率、早産率、

入室率、RDS/IVH/PVL

37 週以降のローリスクの帝王切開率

の項目が選択される。

これらの項目から

期医療センターにおける

について調査をした。

ACOG は Committee

November 2013)

再び産婦人科医師数が減少していることが報

ンパワー不足が懸念され始めている。

しかしながら、妊娠・分娩・産褥期に

へ適切な医療を提供するためには、急変

時に最適な周産期母子医療センター

体制を構築する

も標準的な医療が提供されること

  

場所を問わず、ある程度の標準的な医療を提

供していることを検討するためには、

療状況（医療資源・治療体制・教育体制）を把

握することが必要である。

は、Resourse Indicator

と教育体制）、Process Indicator

Quality indicator（予後）などの段階での

評価が必要となる。これを周産期センターに当

てはめてみると、医療資源（

検査）、教育体制（新生児蘇生法講習会

チームワーク研修実施状況

救急対応トレーニング、BLS/ACLS/ICLS

など）、医療介入（

リンデロン投与率、GBS

輸血入手にかかる時間

緊急帝王切開決定から手術開始に要し

手術時のタイムアウト実施率

早産率、帝王切開率

周産期死亡率、新生児死亡率、早産率、

RDS/IVH/PVL など新生児早期罹病率、

週以降のローリスクの帝王切開率

の項目が選択される。 

これらの項目からいくつかを選択して、

期医療センターにおける診療バリエーション

について調査をした。 

Committee O

November 2013) において

再び産婦人科医師数が減少していることが報

ンパワー不足が懸念され始めている。

妊娠・分娩・産褥期における

へ適切な医療を提供するためには、急変

時に最適な周産期母子医療センターで

体制を構築するとともに、どこで

も標準的な医療が提供されることが強く

場所を問わず、ある程度の標準的な医療を提

供していることを検討するためには、現在の診

療状況（医療資源・治療体制・教育体制）を把

握することが必要である。また、医療の質を

Resourse Indicator（医療資源

Process Indicator（医療介入）、

（予後）などの段階での

評価が必要となる。これを周産期センターに当

てはめてみると、医療資源（人的資源

新生児蘇生法講習会

チームワーク研修実施状況

BLS/ACLS/ICLS

）、医療介入（感染症検査施行

GBS 予防実施率

輸血入手にかかる時間、疾患別の娩

緊急帝王切開決定から手術開始に要し

のタイムアウト実施率

帝王切開率、母体死亡率

周産期死亡率、新生児死亡率、早産率、

など新生児早期罹病率、

週以降のローリスクの帝王切開率など

いくつかを選択して、

診療バリエーション

pinion (Number 579, 

において正期産(term)

再び産婦人科医師数が減少していることが報

ンパワー不足が懸念され始めている。

おける妊

へ適切な医療を提供するためには、急変

で受け入

とともに、どこで

強く求め

場所を問わず、ある程度の標準的な医療を提

現在の診

療状況（医療資源・治療体制・教育体制）を把

医療の質を把

（医療資源

（医療介入）、

（予後）などの段階での

評価が必要となる。これを周産期センターに当

人的資源設備、診

新生児蘇生法講習会

チームワーク研修実施状況、産科

BLS/ACLS/ICLS など

感染症検査施行

予防実施率、会

疾患別の娩

緊急帝王切開決定から手術開始に要し

のタイムアウト実施率など）そ

母体死亡率、

周産期死亡率、新生児死亡率、早産率、NICU

など新生児早期罹病率、

など）等

いくつかを選択して、周産

診療バリエーション

Number 579, 

(term)に関す



る新しい定義についてコメントを出した。これ

まで正期産とされていた 5 週の間（37 週 0 日

から 41 週 6 日まで）でも、分娩時期により呼

吸器罹病を中心とした児の予後が大きく異な

ることから、37週0日から38週6日までをearly 

term, 39週0日から40週6日までを full term, そ

して 41 週 0 日から 41 週 6 日までを late term と

することを提言した。 

このことから予定帝王切開の時期について

特に合併症のない前回帝王切開のような帝王

切開では 39 週以降が推奨されるが、わが国に

おいては37週もしくは38週で90%を超える状

況である。予定帝王切開を 39 週に行うことは

予定外の帝王切開を増加させる可能性があり、

敬遠されているのが実情と考えられるが、その

ことにより新生児管理が必要となっている可

能性も否定できない。また、前置胎盤では、出

血のリスクと新生児罹病率から妊娠 37 週での

帝王切開を推奨する報告が多いが、今回の調査

では 55%に留まっていた。 

超緊急帝王切開の決定から開始までの時間

では、30 分未満の施設が日中は 88%であった

が、夜間では 63%と低下していた。この指標の

低下の原因は夜間の人員配置によるところが

大きいと考えられ、病院全体の緊急手術に対す

る病院としてのポリシーに関わる問題であり、

個々の施設での改善策が必要である。 

 出生前コルチコステロイド投与に関する質

問では投与を行っていない施設はなかったが、

適応妊娠週数に差が認められた。最低投与開始

週数が妊娠 22 週~24 週と 2 週間の差が生じて

おり、予後に関与している可能性が示された。

これは妊娠22週および23週の治療に関するコ

ンセンサスが得られていないことに起因して

いる可能性があり、それぞれの週数の出生時に

対する NICU の医療をどのように考えている

かを追加調査する必要があると考えられた。ま

た、妊娠 34 週以降にもコルチコステロイド投

与が行われていることについては、ガイドライ

ンを順守するように指導することも考慮され

る。 

 切迫早産の治療薬については塩酸リトドリ

ン、硫酸マグネシウムは全施設で使用されてい

た。適応外使用薬として、カルシウムチャンネ

ルブロッカーや NSAIDs の使用があり、今後検

討が必要である。また、今回は調査しなかった

が FDA の勧告で長期投与についての懸念が指

摘されたことから、この点についても調査を行

うことが必要と考えられた。 

 前期破水における予防的抗菌薬投与につい

ては議論があるところではあるが、本邦におい

ては 34 週未満の早産では 95%の施設で予防的

投与が行われていた。Late Preterm および妊娠

満期では 80%前後が予防投与していた。しかし、

残りの 20%程度は予防投与されていなかった。

これは分娩介入時期の影響を受けている可能

性があり、検討したが有意な差は認められなか

った。  

 医療安全研修や感染管理研修は広く行われ

ていることが示されたが、実際にそれが実行さ

れているかどうかを知るために標準感染防護

策の実施状況について調査を行った。標準防護

策として必要とされる手袋は 100%であったが、

ガウン 70%、マスク 32%、シールド 14%であ

った。ガウン、手袋、シールド、マスクをすべ

て行っていたところは 12%のみであった。この

ように知識として理解していても、行動変容を

起こすことは極めて難しく、今後の課題と考え

られた。 

アウトカムを改善する方法の一つとして教

育があるが、教育の手法には１）聞くだけの座

学 ２）討論を取り入れたワークショップ ３）

実践を模したシミュレーショントレーニング

の 3 つに大別される。研修会・研究会、医療安



全研修のような１）に該当するようなものは良

くおこなわれているようであるが、これらの座

学の内容が身に付く割合はせいぜい 10%程度

であり、より定着率の良い方法であるシミュレ

ーショントレーニングの導入が必須である。病

院全体で行われる ACLS/ICLS や災害訓練とい

ったシミュレーショントレーニングは 50%以

上で行われているが、産科に特化した急変対応

訓練は 30%にも満たない実施率である。一方、

新生児蘇生法講習会は広く普及しており、ほぼ

全施設において行われており、Advanced Life 

Support in Obstetrics; ALSO や Managing 

Obstetrics Emergencies and Trauma; MOET など

のような産科急変対応プログラムの普及が望

まれるところである。 

 村越らは、総合周産期母子医療センターでの

施設間治療方針のバリエーションおよび短期

予後の関連について明らかにする目的で、同様

にMFICU連絡協議会メーリングリストを利用

して、各センターの施設診療方針と生後28日以

内の生存率についてアンケート調査を行い、52

施設から回答を得ている。結果は今回の報告の

ように、早産ステロイド投与や前期破水の抗生

剤投与のようにバリーションの少ないものか

ら、骨盤位経腟分娩や胎児死亡を伴った胎盤早

期剥離のように施設間バリエーションの大き

いものまで存在した。さらに、早産前期破水で

抗生剤投与と娩出基準が独自方針であった施

設で28週未満および1,000g未満出生での28日

生存率が低い傾向がみられた（92% vs.82%,）。

個々の症例での治療方針での検討ではないた

め解釈は慎重に行う必要がある。とはいえ、施

設での診療方針の違いが新生児予後に影響を

与えている可能性もある。人的・物的資源を中

心とする「構造」、ガイドラインを基盤にした

施設でのアルゴニズムの作成「過程」、母児の

予後を踏まえた「結果」を評価することにより、

医療の質を検討することが望まれる。 

 

E. 結論 

全国の周産期医療の中核である総合周産期母

子医療センターにおいて医療のバリエーショ

ンが存在することが示された。産婦人科診療ガ

イドラインや産科医療補償制度原因分析から

の提言に基づいて医療の標準化が行われてい

るが、さらなる情報共有が必要であり、医療の

標準化がなされた段階において初めて客観的

評価が行える。このためには座学による教育だ

けではなく、NCPR、ACLS に代表されるシミ

ュレーション教育などを導入することにより

行動変容を誘導する手法の導入が重要である

と考えられた。 
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A．研究目的 
 地域枠とは、一般的に、医学部医学

科の入試において、卒業後特定の地域

で医師として勤務することを条件と

している入試枠をいう。その地域の出

身者を対象とした推薦入試枠は従来

より各地に存在していたが、地域医療

における医師不足、特に若手医師の不

足への対策として、条件に卒業後の勤

務地等の条件が付されるようになっ

ていった。平成 21 年の地域医療再生

基金設置以降は、それを財源とする形

で全国各地に医学生や研修医を対象

として奨学金・修学資金を貸与する制

度が広まりを見せており、地域枠制度

と連動した制度も多く存在し、いずれ

も、返還免除の条件として特定の地域

での勤務が付されていることが多く、

また、産科、小児科、麻酔科等の特定

の診療科に従事することを条件とし

た制度も散見される。 
地域枠制度や医師修学資金制度は、

地域への医師の定着・確保が目的の制

度であり、言い換えれば、入学時から、

特定の地域で診療に従事することが

前提になっている学生が一定割合存

在するということである。産婦人科も

全国各地で医師不足が強調される診

平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「地域における産科医、小児科医の実態把握に関する研究」 

分担研究報告書 

「医学部定員の地域枠と地域枠奨学金の実態」 

 

研究分担者 海野 信也 北里大学医学部産婦人科 

研究協力者 村上 真紀  医療法人愛和会愛和病院産婦人科 

研究要旨 
医学部定員の地域枠と地域枠奨学金の実態とそれに関連して地域における産

婦人科医確保という観点からどのような取り組みが行われているかを知る目的

で、大学医学部産婦人科教授に対するアンケート調査、文部科学省の公表資料か

らの情報収集、各都道府県医師確保ホームページからの医師修学資金・奨学金制

度に関する情報収集を実施した。 
地域枠定員を有する大学は 7 割以上に及び、大学数、募集人員ともに近年増加

傾向にあり、総定員の 4 分の 1 程度を占める大学も少なくなかった。一方で、地

域枠対象者に対して、カリキュラム・セミナー等を実施する大学は半数に及ばな

かった。 
地方自治体による奨学金・医師修学資金制度は多数設けられており、学生向け

の奨学金で診療科の指定があるものは全体の 3 割程度であった。産科に従事する

ことが要件の制度は地方を問わず全国に存在していた。 
 この制度が地域における産婦人科医の確保という点で有効となるためには、対

象学生に対して適切な情報提供及びサポートを充実させることを通じて、産婦人

科の魅力を伝え、地域でキャリアを積み上げることのできる体制を示すことが重

要と考える。 



 

療科であることを踏まえ、この地域枠

制度が、各地域の産婦人科医を確保す

るために有用であるかどうかの参考

材料とするために、各大学における地

域枠制度の概要をまとめるとともに、

自治体などが主体で行われている医

師修学資金・奨学金制度についても調

査を行うこととした。 
 
 
B．研究方法 
1、 地域枠に関する実態調査 
A) 大学を対象とした調査 
 日本産科婦人科学会医療改革委員

会から、以下の内容について尋ねる調

査票を各大学の産婦人科教授に対し

て送付した。 
– 入学時の定員としての地域枠

の有無及び定員数・実数 
– 地域枠と連動した奨学金・修学

資金制度の有無 
– 地域枠及び奨学金・修学資金制

度対象者に対する教育プログ

ラム等の有無 
 ただし、産婦人科動向意識調査の調

査票と同時に実施した調査であり、大

学病院本院・分院問わずに本調査表も

送付されたが、入学定員に関する設問

であり大学病院分院は本来対象とな

らないものであったため、大学病院本

院からの回答のみを集計した。 
 
B) 文部科学省の公表情報からの情報

収集 
文部科学省 HP の地域枠に関する公

表データ（地域医療に関する調査（文

部科学省医学教育課、平成 25 年 5 月）

http://www.mext.go.jp/component/a_men
u/education/detail/__icsFiles/afieldfile/20
13/09/04/1324090_19_2.pdf）から、地

域枠の近年の導入状況及び地域への

定着状況等について情報収集を行っ

た。 
 
 
2、 各都道府県医師確保ホームペ

ージからの医師修学資金・奨学金
制度に関する情報収集 
自治体等が実施している医師修学

資金及び奨学金制度について、各都道
府県のホームページから情報収集を
行うこととした。ほぼ全ての自治体が
【医師確保】を銘打ったサイトを有し
ており、そこから【修学資金】【奨学
金】に関する情報を収集することとし
た。 
医学生を対象とした制度で、 
 地域で医療に従事することを前

提とした、医学生に対する修学
基金制度 

 特定の大学における地域枠と連
動した修学資金制度 

について調べるとともに、初期・後期
研修医及び大学院生に対する資金貸
与制度も併せて収集した。収集した情
報は以下のとおりである。 
• 対象者の条件 

– 出身地、大学の規定の有無 
– 自県にある大学の地域枠か、他

県にある大学の地域枠か 
– 貸与額と貸与年数 

• 返還免除の条件 
– 義務年限、勤務する施設及び従

事する診療科等の規定 
 
また、病院や民間団体等が設置して

いる奨学金制度が都道府県 HP で紹介
されていればこれも情報収集した。 
なお、情報収集した時期が 2013 年

11 月であり、新年度の実施要綱が発表



 

されているものとそうでないものが
あったため、平成 26 年度の要綱が出
ていればその情報を、まだであった場
合は平成 25 年度の要綱について情報
を収集した。 
 
 (倫理面への配慮) 
 学会が各大学の入試要綱に関して
尋ねる調査及び各都道府県の医療政
策に関する公開情報に基づいた調査
であり、倫理面への配慮は特段要さな
かった。 
 
 
C．研究結果 
1、  地域枠に関する実態調査 
A) 大学を対象とした調査 
① 入学時の定員としての地域枠の実

態 
大学病院本院 80 施設のうち 70 施

設より回答があり（回答率 87.5％）、

地域枠ありと回答したのは 54 施設、

うち国公立大学 38 施設、私立大学

16 施設であった。回答があった大学

のうち、地域枠を有する大学の割合

は 77.1％（54/70 施設）であった。

なお、国公立・私立を問わず同程度

の割合で地域枠が設定されていた。 
 

 
図 地域枠の有無（全国） 

 
地域枠の有無を地域別に示したの

が下図であり、分母が異なるため厳密

な比較は困難であるが、どの地域も大

きく異ならない割合であることがう

かがえた。 

 

図 地域枠の有無（地域別） 
 

② 定員数及び実数 
1 校・1 学年あたりの地域枠定員数

及び実数（平成 25 年度入学）の度数

分布は下図のとおりであった。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
図 1 校・1 学年あたりの地域枠定員
数及び実数（平成 25 年度入学者） 
 
 定員数は最小値 3 人、最大値 60 人、
平均 15.1 人、実数は最小値 3 人、最大
値 59 人、平均 14.4 人であった。 
 

③ 地域枠学生向けのプログラム及び
産婦人科医局としてのアプローチ 

 地域枠学生向けに特別なカリキュ
ラムやセミナー等の実施の有無を尋
ねたところ、回答があった 67 施設の
うち 
・行われている 21 施設 
・行われていない 41 施設 
・今はないが今後企画する予定



 

        5 施設 
との回答であった。行われている施設
では、その大学の地域医療に関連した
講座が、対象となる学生に定期的にセ
ミナーを行ったり、奨学金制度を実施
している自治体が夏休み等に地域医
療実習のプログラムを開催するなど
の事例がみられた。 
次に、各大学の産婦人科医局が、地

域枠学生に対して、産婦人科に誘導す
るための特別なアプローチを行って
いるか尋ねたところ、回答のあった 66
施設のうち、「行っている」と回答し
た施設は 4 施設にとどまり、49 施設が
「行っていない」、13 施設が「今はな
いが今後企画する予定」と回答した。
その他、2 施設より、どの学生が地域
枠であるか知らされていないためア
プローチできないとの回答があった。 
 
B) 文部科学省の公表情報からの情報

収集 
文部科学省 HP の地域枠に関する公

表データ（地域医療に関する調査（文
部科学省医学教育課、平成 25 年 5 月）
の概要は、以下のとおりであった。 

 
① 地域枠等を導入している大学及び

募集人員 
大学数及び募集人員ともに年々増

加傾向にある。特に平成 20 年度から
22 年度にかけて大幅に増加している。 

 
年次  大学数 募集人員 
平成 10 年 3 大学 18 人 
平成 15 年 6 大学 44 人 
平成 20 年 33 大学 403 人 
平成 21 年 51 大学 749 人 
平成 22 年 67 大学 1166 人 
平成 23 年 67 大学 1282 人 
平成 24 年 68 大学 1334 人 
平成 25 年 68 大学 1425 人 
 

 平成 25 年度は、地域枠を実施して

いる 68 大学の全募集定員は 7824 人
（うち、2 年次及び 3 年次編入学計 127
人）、このうち地域枠等の募集人員は
1425 人（同 45 人）であり、地域枠
を実施している大学における、募集人
員に対する地域枠定員の割合は
18.2％であった。 
 

図 地域を指定した入学者選抜（地域
枠）等の導入状況（文部科学省 HP よ
り） 
 
② 卒業後の地元（大学所在地）への

定着状況 
 25 大学（旭川医科、札幌医科、弘前、
秋田、岩手医科、福島県立医科、千葉、
富山、東海、金沢医科、信州、三重、
滋賀医科、和歌山県立医科、兵庫医科、
鳥取、島根、川崎医科、山口、香川、
愛媛、佐賀、大分、宮崎、鹿児島）の、
各大学の地域枠設定後（大学により年
数は異なる）の卒後定着状況について、
地域枠等卒業者の定着率は 84.7％
（497/587 名）であるのに対し、それ
以外の卒業者の定着率は 45.7 ％
（2801/6132 名）であり、地域枠等卒
業者の地域定着率がより高い結果と
されていた。ただし、どの期間定着し
たのかに関する情報の記載がなく、長
期にわたり地域枠学生が医師として
地域医療に従事したか否かは判断で
きない。 
 なお、大学により地域定着率に差は
あり、地域枠等卒業者で最小値 53.3％、



 

最大値 100％、中央値 90.0％、それ以
外の卒業者で最小値 26.1％、最大値
77.9％、中央値 40.8％であった。 
 
2、 各都道府県医師確保ホームペ

ージからの医師修学資金・奨学金
制度に関する情報収集 

 各都道府県のホームページを検索
したところ、ほぼ全ての都道府県で医
師確保を目的としたページを有し、医
師修学資金・奨学金制度が設けられて
いた。 
① 医師修学資金・奨学資金制度の総

数 
今回確認できた各地域で設けられ

ている制度の総数は 146 であり、その
うち、医学生を対象とした制度が 109、
初期研修医・後期研修医・大学院生の
医師を対象とした制度が 34、学生・研
修医の双方を対象とした制度が 3であ
った。 
 貸与の条件 
 医学生を対象とした制度のうち、出
身地に関する事項が貸与の条件に含
まれているかを調べたところ、地元出
身者のみを対象とした制度は 17.9％、
地元出身者優先の制度は 2.7％、地域
の高校等を卒業したことが条件の制
度が 5.3％であり、4 分の 3 の医師修学
資金・奨学金制度は出身地に関する条
件が設定されていなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 出身地が貸与条件に含まれる割
合（医学生を対象とした制度） 

 
 また、医学生を対象とした制度のう
ち、大学地域枠と連動しているもの、
即ち地域枠で入学した学生に貸与さ
れる修学資金・奨学金制度の割合を調
べたところ、48 制度、42.9％にとどま
っていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 地域枠と連動した修学資金・奨学
金制度の割合（医学生を対象とした制
度） 
 
② 返還免除の条件に診療科は含まれ

るか 
 医師修学資金・奨学金の返還免除の
条件として、特定の診療科（産科、小
児科、救急、麻酔科等が多い）を選択
することが条件づけられているかに
ついて調べたところ（下表）、医学生
を対象とした制度では特定の診療科
を何らかの条件としたものが 3割であ
り、研修医を対象としたものでは
67.6％であった。 
 
表 返還免除の条件に診療科は含ま
れているか 
医
学
生 

診療科指定あり 2
6 

23.2 
% 

診療科またはへき地
を条件 

7 6.3 % 

診療科で奨学金加算 2 1.8 % 
診療科で義務年限減
免 

1 0.9 % 

診療科に関する条件
なし 

7
6 

67.9 
% 



 

研
修
医 

診療科指定あり 2
5 

67.6 
% 

診療科で奨学金加算 1 2.7 % 
診療科に関する条件
なし 

1
1 

29.7 
% 

 なお、診療科の指定がある制度の多
くに産科は含まれており、医学生を対
象とし診療科の条件が何らか設定さ
れている制度 40 のうち 32 制度で、研
修医では 26 のうち 21 制度に、産科を
選択することが条件に設定されてい
た。 
 
③ 産科に従事することを条件とした

制度の貸与額及び義務年限 
 産科に従事することが条件の制度
の貸与額の分布は以下のとおりであ
り、これらのうち、月額 20 万円以上
や年額 200 万円を超える制度は、入学
金や授業料の貸与や免除が設定され
ていないものがほとんどであった。な
お、診療科の条件を課さない制度と相
違はなかった。また、返還免除の義務
年限は、医学生対象の制度では貸与期
間の 1.5 倍、研修医対象の制度では 1.0
倍とされているものがそれぞれ最も
多かった。なお、医学生を対象とした
制度で最も義務年限が長いものは 12
年であった。 
 
 
表 貸与額（産科に従事することを条
件とした制度） 
 

医学
生 

研修
医・ 
大学
院生 

月額 10 万円未満 3 0 
月額10万円以上～15万
円未満 

13 2 

月額15万円以上～20万
円未満 

5 0 

月額20万円以上～30万
円未満 

7 7 

月額 30 万円以上 1 0 
   年額 100 万円未満 0 2 
年額 100 万円以上～150
万円未満 

1 0 

年額 150 万円以上～200
万円未満 

1 2 

年額 200 万円以上～250
万円未満 

5 2 

年額 250 万円以上 1 1 
 
表 返還免除の義務年限（産科に従事
することを条件とした制度） 

 
医学
生 

研修医・ 
大学院
生 

貸与期間の 1 倍 5 10 
貸与期間の 1.5 倍 18 9 
貸与期間の 1.5 倍
+4 年 

1 0 

貸与期間の 2 倍 1 0 
3 年 0 1 
5 年 1 1 
6 年 1 0 
9 年 4 0 
12 年 1 0 
 
 
D．考察 
地域枠定員を有する大学は 7割以上

に及び、大学数、募集人員ともに近年
増加傾向にあり、総定員の 4 分の 1 程
度を占める大学も少なくなかった。一
方で、地域枠対象者に対して、カリキ
ュラム・セミナー等を実施する大学は
半数に及ばなかった。 
また、地方自治体による奨学金・医

師修学資金制度が多数設けられてお
り、学生向けの奨学金で診療科の指定
があるものは全体の 3割程度であった。
産科に従事することが要件の制度は
地方を問わず全国に存在していた。 

 
地域枠制度及び奨学金・医師修学資



 

金制度が大きな広がりを見せた契機
は、地域医療再生基金もひとつの契機
であると考えられ、平成 20 年から 22
年頃に地域枠募集人員が大幅に増加
していることからも見て取れる。つま
りこれら制度の拡大が地域医療にど
の程度貢献するかについては、この時
期以降に入学した学生がどの程度地
域に定着するのかによって大きく左
右され、制度の有用性の検証は今後引
き続いて行われていくべきこととな
る。 
地域枠入学者は大学入学時に卒後

の勤務地域がほぼ決まるため、医師と
してのキャリアパス（診療科選択を含
む）や地域における医療事情及びキャ
リア教育の実態を深く知ることがな
いままに「地域にとどまる」選択をし
ていることとなる。また、今現在では
地域枠選択者のロールモデルがさほ
ど多く存在しないこともあり、どのよ
うな進路を辿ることになるのか、不安
を持つ学生も少なからず存在すると
考えられる。現状では、大学として地
域枠学生を対象としたプログラムを
設置している施設は多くなく、また、
産婦人科医局が地域枠学生にアプロ
ーチできているとは言い難かった。学
生自身が、地域で働くキャリアプラン
を地域のニーズのみでなく自らの意
思と併せて主体的に選択していくこ
とができるように、地域でどのように
医師を育てるのかを示しながら、医学
部の 6年間及び研修期間を通じて関わ
っていく必要性がある。また、労働力
の確保の側面のみを強調し過ぎるこ
とがないようにすることも重要と考
えられる。 
地域枠学生を産婦人科に誘導でき

れば、産婦人科の医師不足を解消につ
ながる可能性はあるものの、地域枠や
奨学金の対象となっている学生への
直接的なアプローチが困難である実
情も伺えた。地域に残る予定の学生を

産婦人科に誘導するのも当然重要で
あるが、全ての学生に対して、学生教
育を通して産婦人科の魅力を学生に
伝える中で、産婦人科に興味を持った
学生に地域に残って貰うように働き
かけることも併せて重要と考えられ
る。その中には、産婦人科医としての
キャリアプランをその地域でどのよ
うに展開していけるのか、サブスペシ
ャリティに関する教育、女性医師のサ
ポート等、各地域で為されている取り
組みを学生に具体的に示すことが含
まれる。 
 
 
E．結論 
 地域の医師確保及び産婦人科医確
保に対する地域枠、医師修学資金及び
奨学金制度は全国で広まりをみせて
いるが、有用性の検証は、産婦人科医
師確保に関しても、これからなされて
いくものである。対象学生に対する教
育や進路選択に関するサポートが重
要であり、その中で、産婦人科の魅力
を伝え、地域でキャリアを積み上げる
ことのできる体制を示すことが重要
と考える。 
 
 
F．健康危険情報 
 特記すべき事項なし 
 
G．研究発表 
１．論文発表 
（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 
 
なし 
 
 
２．学会発表 
(発表日時･開催場所等も記入) 
 
本内容は、平成 25 年度「拡大医療

改革委員会」兼「産婦人科医療改革 



 

公開フォーラム」にて発表した（平成
26 年 1 月 26 日、東京ステーションコ
ンファレンス）。 
 
 
H．知的財産権の出願・登録状況（予
定含） 
  １．特許取得  
     なし 
 
  ２．実用新案登録 
     なし 
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平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業・地域医療基盤開発推進研究事業） 

「地域における産科医、小児科医の実態把握に関する研究」 
分担研究報告書 

「医師・歯科医師・薬剤師調査からみた産婦人科医の現状」 
 

 
研究分担者  

北里大学医学部産科学教授・北里大学病院長 海野 信也  

東京女子医科大学総合母子医療センター教授 松田 義雄 

日本医科大学多摩永山病院教授 中井 章人  

日本医科大学講師 澤 倫太郎 

研究協力者 

愛和病院産婦人科 村上 真紀 

研究要旨 
 医師・歯科医師・薬剤師調査に基づいて、平成 8年から平成 24 年の産婦

人科医数の性別、年齢層別、勤務場所別、都道府県別の変動について検
討を行った。 

 特に病院産婦人科においては、若い層の女性医師の増加に支えられた医
師数の増加により、平成 18 年当時と比較して、状況はある程度改善し
ていると考えられた。しかし, 20 歳代の医師数が頭打ちになっているこ
とから、この状況が継続するためには、新規専攻医を増加させていく必
要がある。 

 30 歳代前半及び 40 歳代前半の女性医師は病院勤務から診療所勤務に移
行する率が高い。病院勤務女性医師の増加により、女性医師の診療所勤
務への移行率は、病院の診療機能の確保に重大な影響を与える必要があ
り、さらなる検討が必要と考えられた。 

 全体としての産婦人科医の増加とともに大都市圏における増加と、一部
の地方における減少が同時に進行している現状が明らかになった。 

 診療所勤務医は全体として減少しているが、女性医師については増加し
ている。雇用形態、勤務形態の多様性の確保は、女性医師が継続的に就
労する上で重要な条件と考えられ、女性医師が診療所勤務を早期に選択
する傾向にはそのような背景がある可能性がある。 

 病院としても診療所の雇用形態・勤務形態に準じた対応をとるなど、女
性医師の継続的就労が可能な条件を整備する必要がある都と考えられ
る。 

 診療所勤務医の減少には、高齢医師の引退、分娩取扱診療所の減少等さ
まざまな要因があると考えられるが、この減少が、地域の産婦人科医療
提供体制に与える影響についてさらに検討する必要がある。 



A．研究目的
• 

• 

• 

 
B．研究方法
 平成
療施設従事医師数、平均年齢，病院－診
療所、年齢階級、性、主たる診療科別
及び「
病院－診療所、従業地による都道府県－
指定都市・特別区・中核市（再掲）、主た
る診療科別
調査以来のこれに相当する表から主たる
診療科が産婦人科、産科の医師数を抽出
し、年
 (倫理面への配慮
 本研究は、日本産科婦人科学会及び厚
生労働省から公開されている個人を特定
できない情報のみを用いて行った。
 
C．研究結果
1．日本産科婦人科学会の医師会員数から
見た産婦人科医の現状

．研究目的 
 医師・歯科医師・薬剤師調査は、

医師、歯科医師及び薬剤師につい
て、性、年齢、業務の種別、従事
場所及び診療科名（薬剤師を除く。）
等による分布を明らかにし、厚生
労働行政の基礎資料を得ることを
目的として、昭和
同年以降は
いる。 

 平成 25 年
12 月 31
医師・薬剤師の動向について最新
のデータが公表された。
公表の方法は毎回ほぼ一定だが、
時に変更が行われる。平成
査までは診療科別の性別・年齢層
分布については、全体の数値が示
されている
年調査以降は、病院―診療所別の
分布が示されている。

 このデータを用いて、
降の産婦人科医数の動向について
分析することを目的とした

．研究方法 
平成 24 年調査における「第

療施設従事医師数、平均年齢，病院－診
療所、年齢階級、性、主たる診療科別
及び「第４１表
病院－診療所、従業地による都道府県－
指定都市・特別区・中核市（再掲）、主た
る診療科別」を主な対象とし、平成
調査以来のこれに相当する表から主たる
診療科が産婦人科、産科の医師数を抽出
し、年次推移等についての検討を行った。

倫理面への配慮
本研究は、日本産科婦人科学会及び厚

生労働省から公開されている個人を特定
できない情報のみを用いて行った。

．研究結果 
．日本産科婦人科学会の医師会員数から

見た産婦人科医の現状

医師・歯科医師・薬剤師調査は、
医師、歯科医師及び薬剤師につい
て、性、年齢、業務の種別、従事
場所及び診療科名（薬剤師を除く。）
等による分布を明らかにし、厚生
労働行政の基礎資料を得ることを
目的として、昭和 57
同年以降は 2 年ごとに実施されて

 
年 12 月 17

31 日の時点での医師・歯科
医師・薬剤師の動向について最新
のデータが公表された。
公表の方法は毎回ほぼ一定だが、
時に変更が行われる。平成
査までは診療科別の性別・年齢層
分布については、全体の数値が示
されているだけだったが、平成
年調査以降は、病院―診療所別の
分布が示されている。
このデータを用いて、
降の産婦人科医数の動向について
分析することを目的とした

年調査における「第
療施設従事医師数、平均年齢，病院－診
療所、年齢階級、性、主たる診療科別

第４１表 医療施設従事医師数，
病院－診療所、従業地による都道府県－
指定都市・特別区・中核市（再掲）、主た

」を主な対象とし、平成
調査以来のこれに相当する表から主たる
診療科が産婦人科、産科の医師数を抽出

次推移等についての検討を行った。
倫理面への配慮) 
本研究は、日本産科婦人科学会及び厚

生労働省から公開されている個人を特定
できない情報のみを用いて行った。

．日本産科婦人科学会の医師会員数から
見た産婦人科医の現状 

医師・歯科医師・薬剤師調査は、
医師、歯科医師及び薬剤師につい
て、性、年齢、業務の種別、従事
場所及び診療科名（薬剤師を除く。）
等による分布を明らかにし、厚生
労働行政の基礎資料を得ることを

57 年までは毎年、
年ごとに実施されて

17 日に平成 24
日の時点での医師・歯科

医師・薬剤師の動向について最新
のデータが公表された。データの
公表の方法は毎回ほぼ一定だが、
時に変更が行われる。平成 8 年調
査までは診療科別の性別・年齢層
分布については、全体の数値が示

だけだったが、平成
年調査以降は、病院―診療所別の
分布が示されている。 
このデータを用いて、平成 8 年以
降の産婦人科医数の動向について
分析することを目的とした。 

年調査における「第 39 表 
療施設従事医師数、平均年齢，病院－診
療所、年齢階級、性、主たる診療科別

医療施設従事医師数，
病院－診療所、従業地による都道府県－
指定都市・特別区・中核市（再掲）、主た

」を主な対象とし、平成 8
調査以来のこれに相当する表から主たる
診療科が産婦人科、産科の医師数を抽出

次推移等についての検討を行った。

本研究は、日本産科婦人科学会及び厚
生労働省から公開されている個人を特定
できない情報のみを用いて行った。 

．日本産科婦人科学会の医師会員数から

 

医師・歯科医師・薬剤師調査は、
医師、歯科医師及び薬剤師につい
て、性、年齢、業務の種別、従事
場所及び診療科名（薬剤師を除く。）
等による分布を明らかにし、厚生
労働行政の基礎資料を得ることを

年までは毎年、
年ごとに実施されて

24 年
日の時点での医師・歯科

医師・薬剤師の動向について最新
データの

公表の方法は毎回ほぼ一定だが、
年調

査までは診療科別の性別・年齢層
分布については、全体の数値が示

だけだったが、平成 10
年調査以降は、病院―診療所別の

年以
降の産婦人科医数の動向について
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療施設従事医師数、平均年齢，病院－診
療所、年齢階級、性、主たる診療科別」

医療施設従事医師数，
病院－診療所、従業地による都道府県－
指定都市・特別区・中核市（再掲）、主た

8 年
調査以来のこれに相当する表から主たる
診療科が産婦人科、産科の医師数を抽出

次推移等についての検討を行った。 

本研究は、日本産科婦人科学会及び厚
生労働省から公開されている個人を特定
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 わが国の現役産婦人科医は、事実上
ほぼ全員が日本産科婦人科学会の会
員である。

 平成 25 年
科学会の医師会員の性別・年齢分布
は図 1 のようになっている。男性医
師の減少には一定の歯止めがかかっ

ているように思われる
増加によって
は増加傾向にあると考えられる

 しかし図 2
度から増加していた新規専攻医数は
平成 22年度をピークに減少に転じて
いる。この過去
は、まだ表面化していないが、将来
にわたる持続可能性については、こ
この減少がさらに持続するのか、
る時点で横ばいとなるのか、また増
加に転じるのか、今後の動向にかか
っていると言わざるを得ない。

わが国の現役産婦人科医は、事実上
ほぼ全員が日本産科婦人科学会の会
員である。 

年 11 月現在の日本産科婦人
科学会の医師会員の性別・年齢分布

のようになっている。男性医
師の減少には一定の歯止めがかかっ

ているように思われる
増加によって 45歳以下の産婦人科医
は増加傾向にあると考えられる

2に示すように、平成
度から増加していた新規専攻医数は

年度をピークに減少に転じて
いる。この過去 3 年間の減少の影響
は、まだ表面化していないが、将来
にわたる持続可能性については、こ
この減少がさらに持続するのか、
る時点で横ばいとなるのか、また増
加に転じるのか、今後の動向にかか
っていると言わざるを得ない。

わが国の現役産婦人科医は、事実上
ほぼ全員が日本産科婦人科学会の会

月現在の日本産科婦人
科学会の医師会員の性別・年齢分布

のようになっている。男性医
師の減少には一定の歯止めがかかっ

ているように思われる。女性医師の
歳以下の産婦人科医

は増加傾向にあると考えられる。
に示すように、平成

度から増加していた新規専攻医数は
年度をピークに減少に転じて

年間の減少の影響
は、まだ表面化していないが、将来
にわたる持続可能性については、こ
この減少がさらに持続するのか、
る時点で横ばいとなるのか、また増
加に転じるのか、今後の動向にかか
っていると言わざるを得ない。 

わが国の現役産婦人科医は、事実上
ほぼ全員が日本産科婦人科学会の会

月現在の日本産科婦人
科学会の医師会員の性別・年齢分布

のようになっている。男性医
師の減少には一定の歯止めがかかっ

。女性医師の
歳以下の産婦人科医

。 
に示すように、平成 18 年

度から増加していた新規専攻医数は
年度をピークに減少に転じて

年間の減少の影響
は、まだ表面化していないが、将来
にわたる持続可能性については、こ
この減少がさらに持続するのか、あ
る時点で横ばいとなるのか、また増
加に転じるのか、今後の動向にかか

 



2．主たる診療科が産婦人科＋産科の医師
数の推移
 図

から平成
産婦人科＋産科の年齢層別医師数の
推移を示した。平成
最低値として、
科医数は増加している。
平成
から
に
の増加が認められてい

 新規専攻医の減少は、産婦人科医全
体の数を減らすほどの影響
してい
産婦人科医が減少していることに注
意する必要がある。

 図
の、産婦人科＋産科の年齢層別病院
勤務医師数の推移を示した。
務医数
として増加し続けてい
る
する必要があ

．主たる診療科が産婦人科＋産科の医師
数の推移 

図 3 に医師・歯科医師・薬剤師調査
から平成 8
産婦人科＋産科の年齢層別医師数の
推移を示した。平成
最低値として、
科医数は増加している。
平成 18 年から
から 22 年に
に 216 名、合計
の増加が認められてい
新規専攻医の減少は、産婦人科医全
体の数を減らすほどの影響
していないことがわかる。
産婦人科医が減少していることに注
意する必要がある。
図 4 に平成
の、産婦人科＋産科の年齢層別病院
勤務医師数の推移を示した。
務医数についても
として増加し続けてい
る。25-29 歳の医師数の減少に
する必要があ

．主たる診療科が産婦人科＋産科の医師

に医師・歯科医師・薬剤師調査
8 年から平成

産婦人科＋産科の年齢層別医師数の
推移を示した。平成 18
最低値として、3回連続全体の産婦人
科医数は増加している。

年から 20 年に
年に 263 名、22
名、合計 794 名、全体として

の増加が認められてい
新規専攻医の減少は、産婦人科医全
体の数を減らすほどの影響

ないことがわかる。
産婦人科医が減少していることに注
意する必要がある。 

に平成 10 年から平成
の、産婦人科＋産科の年齢層別病院
勤務医師数の推移を示した。

についても平成
として増加し続けてい

歳の医師数の減少に
する必要がある。 

．主たる診療科が産婦人科＋産科の医師

に医師・歯科医師・薬剤師調査
年から平成 24 年までの、

産婦人科＋産科の年齢層別医師数の
18 年調査時点を

回連続全体の産婦人
科医数は増加している。具体的には

年に 315 名、20
22 年から 24
名、全体として

の増加が認められている。 
新規専攻医の減少は、産婦人科医全
体の数を減らすほどの影響をもたら

ないことがわかる。25-29 歳の
産婦人科医が減少していることに注

年から平成 24 年まで
の、産婦人科＋産科の年齢層別病院
勤務医師数の推移を示した。病院勤

平成18年を最低値
として増加し続けていることがわか

歳の医師数の減少には注意

 

．主たる診療科が産婦人科＋産科の医師
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年までの、
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年調査時点を
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 図 5 に主たる診療科が産婦人科＋産
科の年齢層別の診療所勤務医師数の
推移を示した。診療所勤務医師は、
平成 18 年から
全体としては減少を続けている。
歳以上の高齢層の減少によるところ
が大きいが、平成

満の医師数も減少していることがわ
かる。 

 図 6 に主たる診療科が産婦人科＋産
科の男性医師数の年齢層別推移を示
した。産婦人科男性医師は全体とし
て、減少を続けている。年齢層とし
ては、35

に主たる診療科が産婦人科＋産
科の年齢層別の診療所勤務医師数の
推移を示した。診療所勤務医師は、

年から 20 年の間を除いて、
全体としては減少を続けている。
歳以上の高齢層の減少によるところ
が大きいが、平成 20

満の医師数も減少していることがわ

に主たる診療科が産婦人科＋産
科の男性医師数の年齢層別推移を示

産婦人科男性医師は全体とし
て、減少を続けている。年齢層とし

35 歳から 59 歳の間と

に主たる診療科が産婦人科＋産
科の年齢層別の診療所勤務医師数の
推移を示した。診療所勤務医師は、

年の間を除いて、
全体としては減少を続けている。
歳以上の高齢層の減少によるところ

20 年以降、60

満の医師数も減少していることがわ

に主たる診療科が産婦人科＋産
科の男性医師数の年齢層別推移を示

産婦人科男性医師は全体とし
て、減少を続けている。年齢層とし

歳の間と 70

に主たる診療科が産婦人科＋産
科の年齢層別の診療所勤務医師数の
推移を示した。診療所勤務医師は、

年の間を除いて、
全体としては減少を続けている。65
歳以上の高齢層の減少によるところ

60 歳未

満の医師数も減少していることがわ

に主たる診療科が産婦人科＋産
科の男性医師数の年齢層別推移を示

産婦人科男性医師は全体とし
て、減少を続けている。年齢層とし

70 歳以



上の男性医師は減少傾向が持続して
いるのに対し、
は増加傾向がある。
図
員の増加政策により産婦人科専攻が
急激に増加した世代が含まれている
ためである。これまで産婦人科医療
現場を支えていた産婦人科医「団塊
の世代」が
ら離れつつあることを示すデータで
もある。
は、
いう
られる。

 図
科の
推移を示した。

は平成
にある。このうち
は減少が続いているが、
はやや増加する傾向が認められる。
ま
る。

 図

上の男性医師は減少傾向が持続して
いるのに対し、
は増加傾向がある。
図 1 に示されているように医学部定
員の増加政策により産婦人科専攻が
急激に増加した世代が含まれている
ためである。これまで産婦人科医療
現場を支えていた産婦人科医「団塊
の世代」が
ら離れつつあることを示すデータで
もある。34
は、「男性医師減
いう現状を反映しているものと考え
られる。 
図 7 に主たる診療科が産婦人科＋産
科の病院勤務
推移を示した。

は平成 18年度以降ほぼ横ばいの状態
にある。このうち
は減少が続いているが、
はやや増加する傾向が認められる。
また 50歳以上の医師は増加傾向
る。 
図 8 に主たる診療科が産婦人科＋産

上の男性医師は減少傾向が持続して
いるのに対し、34 歳以下と
は増加傾向がある。60

に示されているように医学部定
員の増加政策により産婦人科専攻が
急激に増加した世代が含まれている
ためである。これまで産婦人科医療
現場を支えていた産婦人科医「団塊
の世代」が 60 歳代半ばとなり現場か
ら離れつつあることを示すデータで

34 歳以下における増加傾向
男性医師減少の下げ止まり
現状を反映しているものと考え

主たる診療科が産婦人科＋産
病院勤務男性医師数の年齢層別

推移を示した。病院勤務の男性医師

年度以降ほぼ横ばいの状態
にある。このうち 35 歳から
は減少が続いているが、
はやや増加する傾向が認められる。

歳以上の医師は増加傾向

主たる診療科が産婦人科＋産

上の男性医師は減少傾向が持続して
歳以下と 60 歳代で
60 歳代の増加は、

に示されているように医学部定
員の増加政策により産婦人科専攻が
急激に増加した世代が含まれている
ためである。これまで産婦人科医療
現場を支えていた産婦人科医「団塊

歳代半ばとなり現場か
ら離れつつあることを示すデータで

歳以下における増加傾向
少の下げ止まり」と

現状を反映しているものと考え

主たる診療科が産婦人科＋産
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学会では現在福島の病院への組織的
な医師派遣を行っている
な対応が必要になった背景には、原
発事故だけではなく、そ
の厳しい現実があると考えられ
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主たる診療科が産婦人科＋

図 17 に示した。
回の調査で連続して増加したのは、
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D．考察 
 医療機関に勤務する産婦人科医数は

全体として増加しているが、それは
若年層の女性医師の増加によるもの
である（男性医師は減少している）。 

 この増加は大都市圏中心のもので、
地方ではかなりの県で減少が認めら
れている。 

 病院勤務医では男性医師数は不変で
増加していない。病院産婦人科にと
っての女性医師の重要性が増してい
ると考えられる。 

 診療所勤務では、特に若い年齢層で
女性医師が占める割合が高く、女性
医師には病院勤務から診療所勤務に
早期に移行する傾向が認められる。 

 診療所勤務医は平成 22 年から 24 年
にかけて著明に減少した。東京、神
奈川、愛知では増加しているが、大
阪、福岡では減少しており、大都市
圏の診療所の動向には地域差が認め
られる。産婦人科診療所のあり方が
変化する徴候をとらえている可能性
がある。 

 福島、山梨、鳥取、高知、熊本では
病院勤務医、診療所勤務医の両者で
減少が認められている。特に福島に
ついては、マクロデータからも危機
的状況にあると考えられた。 

 
E．結論 
 特に病院産婦人科においては、若い

層の女性医師の増加に支えられた医
師数の増加により、平成 18 年当時と
比較して、状況はある程度改善して
いると考えられた。しかし, 20 歳代
の医師数が頭打ちになっていること
から、この状況が継続するためには、
新規専攻医を増加させていく必要が
ある。 

 30歳代前半及び40歳代前半の女性医
師は病院勤務から診療所勤務に移行
する率が高い。病院勤務女性医師の
増加により、女性医師の診療所勤務

への移行率は、病院の診療機能の確
保に重大な影響を与える必要があり、
さらなる検討が必要と考えられた。 

 全体としての産婦人科医の増加とと
もに大都市圏における増加と、一部
の地方における減少が同時に進行し
ている現状が明らかになった。 

 診療所勤務医は全体として減少して
いるが、女性医師については増加し
ている。雇用形態、勤務形態の多様
性の確保は、女性医師が継続的に就
労する上で重要な条件と考えられ、
女性医師が診療所勤務を早期に選択
する傾向にはそのような背景がある
可能性がある。 

 病院としても診療所の雇用形態・勤
務形態に準じた対応をとるなど、女
性医師の継続的就労が可能な条件を
整備する必要がある都と考えられる。 

 診療所勤務医の減少には、高齢医師
の引退、分娩取扱診療所の減少等さ
まざまな要因があると考えられるが、
この減少が、地域の産婦人科医療提
供体制に与える影響についてさらに
検討する必要がある。 
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